
第 85 期 報 告 書
平成20年4月1日～平成21年3月31日



（目次）

株主の皆様へ………………………………………………1

（第85回定時株主総会招集ご通知添付書類）

事業報告……………………………………………………3

１　企業集団の現況に関する事項………………………3

２　当社の株式に関する事項 …………………………13

３　当社の新株予約権等に関する事項 ………………14

４　当社の役員に関する事項 …………………………15

５　会計監査人に関する事項 …………………………21

６　業務の適正を確保するための

体制の整備についての取締役

会決議の内容の概要 ………………………………22

７　会社の支配に関する基本方針 ……………………24

連結貸借対照表 …………………………………………35

連結損益計算書 …………………………………………36

連結株主資本等変動計算書 ……………………………37

連結注記表 ………………………………………………38

貸借対照表 ………………………………………………41

損益計算書 ………………………………………………42

株主資本等変動計算書 …………………………………43

個別注記表 ………………………………………………44

連結計算書類に係る　

会計監査人監査報告書謄本 ……………………………47

会計監査人監査報告書謄本 ……………………………48

監査役会監査報告書謄本 ………………………………49

（ご参考）

経営指標の推移（連結）…………………………………50

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）………………51



1

株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお

よろこび申しあげます。平素は、格別のご高配

を賜り、厚くお礼申しあげます。

平成20年度は、高騰する原燃料価格によるコ

スト増を吸収するため、製品価格への転嫁を実

施いたしましたが、当年度後半に起こった世界

的な経済危機の影響で、紙パルプ産業におきま

しては紙・板紙需要は著しく減少し、生産調整

停止を余儀なくされるなど非常に厳しい経営環

境となりました。

こうしたなか、当社グループは、生産体制の

再構築をはじめ、徹底した固定的費用の削減を

進めるなど事業基盤強化のため諸施策を実行し

てまいりましたが、生産・販売数量の大幅な減

少による影響や複数の紙製造設備の恒久的停止

決定に伴う事業構造改善費用を特別損失に計上

したことなどにより当期純損益は大幅に悪化し

ました。
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スト競争力の強化に取り組んでおります。また、

海外においては、中国江蘇省南通市における工

場建設が進み、平成22年末には１台目の年産40

万トンの高級紙生産設備を稼働させる予定で

す。この工場建設と販売網の構築に向けて各種

作業に万全を期してまいります。

こうした国内での事業基盤強化とアジアを中

心とした海外での事業拡大により王子製紙グル

ープのさらなる成長を目指し、全役員、全従業

員一丸となってこの難局に対処してまいります。

今後とも株主の皆様のご要望、ご期待にそえ

るよう努力いたす所存でありますので、格別の

ご理解をいただき、よろしくご支援を賜ります

ようお願い申しあげます。

平成21年６月

株主の皆様への当期の期末配当につきまして

は、当事業年度の業績の状況と今後の事業環境

等を総合的に勘案し、前期に比べ１株につき２

円減の４円の普通配当と決定させていただきま

した。中間配当６円と合わせた年間配当金は、

１株につき10円の普通配当となります。

当社グループは、「情熱、誠実、連帯」をキ

ーワードとして「企業文化の変革」をもとに、

国内事業の経営基盤の強化をはかる「内なる充

実」ならびに海外市場への積極的な事業展開と

海外資源戦略の強化をはかる「外への発展」を

成長戦略として持続的成長可能な世界企業を目

指すことを中長期経営計画の基本方針としてお

ります。

国内においては、富岡工場の新マシンが本年

２月に営業運転を開始しました。この所期の効

果の早期発現をはかるとともに、需要の減退に

対応するため、全体の生産最適化を追求し、コ
代表取締役社長
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（第85回定時株主総会招集ご通知添付書類）

事業報告

1 企業集団の現況に関する事項
（1）企業集団の事業の経過及びその成果
当期のわが国経済は、世界的な金融不安・信用収縮
に起因する経済危機により、あらゆる需要が急速に縮
小し、企業収益の悪化は日を追うごとに深刻化する展
開となりました。
紙パルプ産業におきましても、原燃料価格の乱高下
に加えて、景気悪化による紙・板紙需要の大幅な減少
に伴い大規模な減産を余儀なくされ、非常に厳しい経
営環境が続きました。
このような状況のもと、当社グループは、適正な製
品価格の実現と需要に見合った生産レベルの維持に努
めるとともに、あらゆる固定的費用の削減を強力に推
進してまいりました。しかしながら、原燃料価格は一
時の異常な状態から脱したものの、生産・販売数量の
減少が極めて大きな負担となったため、当連結会計年
度の業績は、売上高は１兆２千６百71億２千９百万円
と前期に比し４％の減収、営業利益は３百28億４千５
百万円と前期に比し22％の減益、経常利益は２百87億
５千１百万円と前期に比し24％の減益となりました。
また、需要に見合った適正な生産体制を構築するため
複数の紙製造設備の恒久的停止を決定し、これに伴う
事業構造改善費用などを特別損失に計上したことによ
り、63億２千４百万円の当期純損失となりました。

各事業部門の状況は、次のとおりであります。

■紙パルプ製品事業
売上高につきましては、６千９百83億６千４百万円
と前期に比し３％の減収となりました。
品種別の状況は、次のとおりであります。
・一般洋紙
新聞用紙の価格は、平成20年４月に国内価格の修正
を実施したことにより上昇しました。販売は、国内は
広告低迷によるページ数減等により減少しました。輸
出は増加しました。
印刷用紙の価格は、平成20年６月に価格修正を実施
したことにより上昇しました。販売は、微塗工紙・塗
工紙・非塗工紙の全ての品種においてカタログ・雑誌
などの部数・ページ数減や広告、チラシ等の減少によ
り、大幅に減少しました。
・包装用紙
包装用紙の価格は、平成20年10月に国内価格の修正
を実施したことにより上昇しました。販売は、国内向
け・輸出とも景気悪化の影響により極めて低調に推移
しました。
・雑種紙他
雑種紙の価格は、国内向けを中心に価格修正が浸透
し上昇しました。販売は、景気悪化の影響により、国
内向け・輸出とも極めて低調に推移しました。
衛生用紙の価格は、平成20年６月からの価格修正に
より上昇しましたが、同年12月以降は軟調に推移しま
した。販売は、ティシュペーパー、トイレットロール
ともに減少しました。
・板紙
段ボール原紙の価格は、平成20年10月に実施した価
格修正が浸透しました。販売は、景気悪化の影響によ
り全国的に需要が減退し、大幅に減少しました。
白板紙・高級白板紙の価格は、平成20年６月に高級
白板紙の価格修正を実施し、また平成20年10月に白板（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

区　　　分

紙パルプ製品事業

紙 加 工 製 品 事 業

木 材 ・ 緑 化 事 業

そ の 他 の 事 業

合 計 1,267,129 32,845
82,841 6,935
37,462 1,051
448,460 9,489

百万円
698,364

百万円
15,369

売　上　高 営 業 利 益

（前期比）

（12％減）
（前期比）

（3％減）

（29％減）（3％減）
（69％減）（15％減）
（14％減）（6％減）
（22％減）（4％減）
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紙の価格修正を実施したことにより上昇しました。販
売は、国内向け・輸出とも景気悪化により低調に推移
しました。

■紙加工製品事業
売上高につきましては、４千４百84億６千万円と前
期に比し３％の減収となりました。
品種別の状況は、次のとおりであります。
・段ボール
段ボールの価格は、平成19年７月に打ち出した加工
賃の見直しを含めた価格修正が一定の成果をあげ、ま
た、平成20年10月からの原紙価格の上昇を受けた価格
修正も浸透しました。販売は、景気悪化の影響により、
シート・ケースとも大幅に減少しました。
・その他加工品
感熱記録紙の国内価格は、修正後の価格を維持しま
した。国内販売は、景気悪化による需要減退により減
少し、輸出は円高の影響もあり大幅に減少しました。
紙おむつの価格は、子供用・大人用とも横這いで推
移しました。販売は、子供用は増加し、大人用は横這
いとなりました。

■木材・緑化事業
国内住宅着工件数の低迷に加え、海外子会社の製材
販売に係る為替影響などにより、売上高につきまして
は３百74億６千２百万円と前期に比し15％の減収とな
り、営業利益は減益となりました。

■その他の事業
景気悪化の影響を受け各業種で需要が減少したた

め、売上高につきましては８百28億４千１百万円と前
期に比し６％の減収となり、営業利益は減益となりま
した。

（2）企業集団の資金調達の状況
当期の資金調達については、設備投資および長期借
入金の返済などに充当するため、金融市場の動向を注
視しながら、シンジケートローン等の長期借入金によ
り行いました。
この結果、当期末現在の有利子負債残高（割引手形
含む）合計額は９千２百98億8千２百万円となり、前
期末に比し７百81億８千１百万円増加しました。
・当期の主な資金調達

（3）企業集団の設備投資の状況
当期の設備投資額は１千２百32億６千４百万円で、

前期に比し２百19億５千１百万円増加しました。大型
プロジェクトの推進をはじめ、品質改善、省力化、生
産性向上および環境に配慮したエネルギー転換のため
の工事を継続的に行っておりますが、主な設備投資は
次のとおりです。
漓当期中に完成した主要な工事
当社
富岡工場 塗工紙生産体制再構築工事
〃 新エネルギーボイラ設置工事

王子板紙株式会社
日光工場 新エネルギーボイラ設置工事

Oji Paper（Thailand）Ltd.
タイ国プラチンブリ県 コーターマシン設置工事

②当期継続中の主要な工事
江蘇王子製紙有限公司
中国江蘇省南通市 中国南通プロジェクト

（第一期）

区　分

長期借入金

金　額 備　考

91,800百万円 シンジケートローン
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（4）財産及び損益の状況の推移
漓企業集団の財産及び損益の状況の推移

滷当社の財産及び損益の状況の推移

（5）企業集団の対処すべき課題
漓社会的責任の遂行（企業行動憲章の遵守）
全役員・全従業員が高い倫理観を持って、「企業の

社会的責任」を果たすことが当社グループの存立の条
件であり、コンプライアンスの徹底は企業活動の根幹
であることを強く認識し、高い企業倫理のもとで行動
します。また、環境憲章の基本理念に基づき、環境と
調和した企業活動の推進に努めるとともに、職場にお
ける安全衛生確保と安全行動を実践し、事業に関わる
全ての関係者の安全衛生の確保に努めてまいります。

滷企業集団の経営戦略
紙パルプ産業においては、急激な景気後退の影響に
加え消費パターンの変化や紙媒体での広告宣伝費の大
幅削減などにより、昨年夏以降、極めて大規模な減産
を余儀なくされる一方で、重油や古紙などの資源価格
は一時の異常な状態から抜け出したものの、依然とし
て紙パルプ産業を取り巻く環境はかつて経験したこと
がないほど極めて厳しいものとなっております。こう
した厳しい状況認識のもと問題意識を持ち続け、柔軟
な発想力をもって的確に行動していくことが不可欠で
あるとの認識にたち、以下の重点課題について、すべ
ての部門が連携して、迅速かつ適切に行動してまいり
ます。

（a）競争力の強化
刻々と変わる販売状況に対応して、常に的確な生産
体制をとるとともに、停止予定のマシンについては極
力計画を前倒実施し、中長期的な計画については、事
態の進捗を十分に見極め、適時に適切な計画に改めて
まいります。
また、現下の景気減速は範囲の拡大や長期化が必至

（注）1．１株当たり当期純損益の金額は、期中平均株式数で除して算出し
ております。
なお、期中平均株式数については自己株式数を控除しております。

2．百万円未満は切り捨てて表示しております。

（注）1．１株当たり当期純損益の金額は、期中平均株式数で除して算出し
ております。
なお、期中平均株式数については自己株式数を控除しております。

2．百万円未満は切り捨てて表示しております。

区　　分 第81期
（16.4～17.3）

第82期
（17.4～18.3）

第83期
（18.4～19.3）

第84期
（19.4～20.3）

第85期
（20.4～21.3）

1,267,129

△6,324

△6.40

1,707,492

429,707

1,318,380

11,768

11.90

1,781,512

510,490

1,265,735

17,150

17.35

1,790,515

523,631

1,213,881

21,024

21.15

1,748,547

527,875

1,185,141

43,349

42.06

1,606,171

489,941

（百万円）
売 上 高

（百万円）
当 期 純 損 益

（円）
１株当たり当期純損益

（百万円）
総 資 産

（百万円）
純 資 産

区　　分 第81期
（16.4～17.3）

第82期
（17.4～18.3）

第83期
（18.4～19.3）

第84期
（19.4～20.3）

第85期
（20.4～21.3）

569,581

△12,600

△12.56

1,389,387

347,024

592,577

7,597

7.57

1,395,644

390,831

568,389

△10,026

△10.00

1,417,026

420,271

554,992

2,531

2.42

1,403,292

460,117

592,324

22,081

21.41

1,298,924

437,353

（百万円）
売 上 高

（百万円）
当 期 純 損 益

（円）
１株当たり当期純損益

（百万円）
総 資 産

（百万円）
純 資 産
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として以下の３カンパニーを設置するなど、あらゆる
分野での競争力の強化を図ってまいります。
（衢）印刷情報メディアカンパニー
活字メディアの将来を見据えた生産体制再構築の
推進、ならびに研究開発、生産技術の水平展開によ
る競争力強化を図ってまいります。
・新聞用紙事業
国内販売シェアの維持と徹底したコストダウ
ンにより、収益力の確保を図ってまいります。
・洋紙事業
生産体制再構築を速やかにかつ確実に実施

し、減産下での最適生産体制を実現するととも
に、徹底したコスト対策を実施し、富岡工場新
マシン設備投資効果の早期発現に努めてまいり
ます。
・情報用紙事業
国内事業において適正な価格対応により安定
した収益の確保を図るとともに、海外事業にお
いて当社子会社Oji Paper（Thailand）Ltd.（本
社：タイ国バンコク市）の新感熱コーター稼動
によるアジアを拠点とした販売強化により、収
益の一層の向上に努めてまいります。
・物流対策
流通と結束し、徹底した合理化によりコスト
競争力を高めてまいります。

（衫）機能材カンパニー
研究開発における相互触発、ならびにマーケット
イン思考に基づく知識・知見の組織的な蓄積・交換
の促進を図ってまいります。
・特殊紙事業
減産下での最適生産体制を構築し、生産効率
の向上、徹底したコストダウン、ならびに新製

であり、経済構造の大きな変換の行き着く先が不透明
ななか、企業存続を図るためにはコスト競争力のなお
一層の強化が不可欠であり、これまでのコスト削減対
策に加え固定的費用の大幅削減に取り組み、実現して
いくとともに、輸入紙を含めた市場動向を注視し、全
品種にわたって適切な製品価格の維持ならびにすべて
の事業における顧客ニーズの把握に努め、品質優位性
の確保と迅速な対応により、顧客の信頼を一層高めて
まいります。
さらに、世界的金融危機による金融不安のもと、設
備投資の抑制、棚卸資産の圧縮等、あらゆる支出を徹
底的に見直すとともに、資金の調達・運用に当たって
は、金融市場の変動を十分に考慮し機動的に対応して
まいります。

（b）大型プロジェクトの推進
当社グループでは、「内なる充実」の重点施策であ

る富岡工場の新マシンが稼動を開始しました。新マシ
ンの所期の効果を早期に発現させるとともに、洋紙系
工場全体での生産最適化を追求し、コスト競争力の向
上に努めてまいります。
また、「外への発展」の最重要事業である中国江蘇

省南通市における高級紙生産工場建設計画（南通プロ
ジェクト）については、平成22年末の稼動に向け建設
を進めております。極めて重要な海外事業戦略であり、
工場建設と販売網構築に向けた各種作業に万全を期し
てまいります。

（c）機動的な事業運営の推進
経営環境の変化に対応し、機動的な事業運営を行う
ため、本年４月に当社グループ内の有機的結合による
効率的な経営体制への移行を目指し、グループ内組織
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（d）資源戦略の立案・推進
原燃料価格の動向を注視し、徹底的な有利調達と必
要量の確保に最大限の努力を払うとともに、長期的な
資源確保を図ると同時に、環境問題の観点から、海外
植林の一層の推進はもとより、総合林産業を視野に入
れた新たな事業展開など、様々な方策を検討し、立案
し、速やかに実行してまいります。

（e）国際営業の推進
海外市場に関する情報やノウハウを蓄積、共有し、

グループ全体の輸出戦略の再構築を図ってまいりま
す。

（f）新事業・新製品の開発
事業の質的転換によるグループの持続的成長を目指
し、付加価値が高く成長が期待される新事業・新製品
の開発体制の強化を図ってまいります。

こうした諸施策により、一段と強い企業集団にステ
ップアップしてまいります。

品の開発、新規ユーザーの獲得、有利銘柄の拡
販により収益の改善を図ってまいります。

（袁）生活産業資材カンパニー
国民生活に密着した産業・市場と幅広く接してお
り、顧客開拓に努めるとともに、トータルパッケー
ジングの理想を追求し、また家庭用紙を含む生活産
業資材事業全体のレベルアップ・収益力向上を図っ
てまいります。
・白板紙・包装用紙事業
需要に応じた生産体制を堅持し、適正な価格
対応に努めるとともに、川下事業との連携やコ
ストダウンにより、安定した収益基盤の確立を
図ってまいります。
・段ボール原紙事業・段ボール事業
両事業間の密接な連携のもと、適正な価格対
応により強固な収益基盤を確立するとともに、
段ボール事業は、グループ各社の総力を結集し
更なる連携により製造・販売の強化を推進して
まいります。
・家庭用紙事業
収益力向上を図るため、徹底したコストダウ
ン、品質強化に伴う顧客満足度の向上と販売戦
略の企画立案によるシェア確保を実現し、事業
基盤を再構築してまいります。

（衾）中国事業
中国で展開している当社グループ各社の事業は、

事業間の連携を密にすることで一層の収益力強化を
図るとともに、南通プロジェクトを念頭に置き、中
国における当社グループの存在感を高めてまいりま
す。
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（7）企業集団の主要な営業所及び工場

（注）1．王子特殊紙株式会社関西営業所は、平成20年４月１日より同営業所の名称を「西日本営業所」に改称いたしました。
2．王子特殊紙株式会社東海工場は、平成20年11月１日の静岡県富士市と同県富士川町の合併により、所在地が静岡県庵原郡富士川町から同県富士
市となりました。

3．森紙業株式会社は、森紙業グループの事業持株会社であります。

区　分

紙 パ ル プ 製 品 事 業

紙 加 工 製 品 事 業

木 材 ・ 緑 化 事 業

そ の 他 の 事 業 コーンスターチの製造並びに販売、社有地の活用による土地及び建物の賃貸、倉庫業、各種機械類の設
計・製作・据付等

木材製品の製造並びに販売、国内外での植林事業並びに社有林の維持管理

段ボール（段ボールシート・段ボールケース）、紙器、プラスチックフィルム、感熱記録紙、粘着紙及
び紙おむつなどの加工品の製造並びに販売

一般洋紙、包装用紙、雑種紙、衛生用紙、段ボール原紙、白板紙及びパルプなどの製造、加工並びに販
売

主　要　な　事　業　内　容

当 社

本 　 　 社 東京都中央区

北海道営業支社（札幌市中央区）、東北営業支社（仙台市青葉区）、中部営業支社（名古屋市中区）、関西
営業支社（大阪市中央区）、九州営業支社（福岡市博多区）

営 業 支 社

釧路工場（北海道釧路市）、苫小牧工場（北海道苫小牧市）、富士工場（静岡県富士市）、春日井工場（愛
知県春日井市）、神崎工場（兵庫県尼崎市）、米子工場（鳥取県米子市）、呉工場（広島県呉市）、富岡工
場（徳島県阿南市）、日南工場（宮崎県日南市）

工 　 　 場

本　　社：東京都中央区
工　　場：長野工場（長野県安曇野市）、滋賀工場（滋賀県湖南市）、大阪工場（大阪府門真市）、九州北

工場（佐賀県三養基郡上峰町）ほか24工場

王 子 チ ヨ ダ
コ ン テ ナ ー
株 式 会 社

子 会 社

本　　社：東京都中央区
支　　店：東京支店（東京都中央区）、名古屋支店（名古屋市中区）、大阪支店（大阪市淀川区）ほか５支店
工　　場：苫小牧工場（北海道苫小牧市）、名古屋工場（愛知県春日井市）、徳島工場（徳島県阿南市）

王 子 ネ ピ ア
株 式 会 社

本　　社：東京都中央区
営 業 所：東部営業所（東京都中央区）、中部営業所（名古屋市中区）、西部営業所（大阪市中央区）ほ

か２営業所
工　　場：釧路工場（北海道釧路市）、祖父江工場（愛知県稲沢市）、大分工場（大分県大分市）、佐賀工

場（佐賀県佐賀市）ほか８工場

王 子 板 紙
株 式 会 社

王 子 特 殊 紙
株 式 会 社

本　　社：東京都中央区
営 業 所：中部営業所（名古屋市中区）、西日本営業所（大阪市中央区）
工　　場：江別工場（北海道江別市）、東海工場（静岡県富士市）、中津工場（岐阜県中津川市）、滋賀工

場（滋賀県湖南市）

本　　社：京都市南区
工　　場：横浜工場（横浜市戸塚区）、鳥羽工場（京都市南区）、枚方工場（大阪府枚方市）
子 会 社：森紙販売株式会社（京都市南区）ほか25社

森 紙 業
株 式 会 社

（平成21年3月31日現在）

（6）企業集団の主要な事業内容
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（8）企業集団及び当社の従業員の状況
漓企業集団の従業員の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成21年3月31日現在）

滷当社の従業員の状況 （平成21年3月31日現在）

（注）1．「共通」には複数事業部門に共通する業務に従事する人員を表示しております。
2．従業員数は嘱託等を含む就業人員を表示しております。

（注）従業員数は嘱託等を含む就業人員を表示しております。

区　　　　分

紙 パ ル プ 製 品 事 業

紙 加 工 製 品 事 業

木 材 ・ 緑 化 事 業

そ の 他 の 事 業

共 通

合 計 20,415名 359名増

1,124名 100名増

2,646名 20名減

486名 25名減

7,823名 442名増

8,336名 138名減

従 業 員 数 前期末比増減

従 業 員 数

4,289名

前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

163名減 42.4才 22.1年
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（9）重要な子会社の状況 （平成21年3月31日現在）

会　　社　　名

王子チヨダコンテナー株式会社

王 子 タ ッ ク 株 式 会 社

王子パッケージング株式会社

王 子 物 流 株 式 会 社

王子コーンスターチ株式会社

王 子 ネ ピ ア 株 式 会 社

王子エンジニアリング株式会社

王 子 不 動 産 株 式 会 社

王 子 板 紙 株 式 会 社

王 子 通 商 株 式 会 社

王 子 特 殊 紙 株 式 会 社

森 紙 業 株 式 会 社 310

350

361

600

650

800

800

1,000

1,434

1,500

1,550

百万円

10,000

資　本　金

100

100

100

100

100

100

100

60.0

100

100

100

％

100

当社の
議決権比率

段ボールシート、段ボールケースの製造、販売

雑種紙、加工品、白板紙及び高級白板紙の製造、販売

紙、加工品、製紙用原料の売買

段ボール原紙の製造、販売

不動産の売買、仲介、賃貸借及び管理

各種機械類の設計、製作、据付、整備及び販売

衛生用紙及び紙おむつの製造、販売

コーンスターチ及び糖化製品の製造、販売

倉庫業、トラック輸送及び内航運送取扱

紙器、合成樹脂容器の製造、販売

紙・樹脂加工品、包装資材及び粘着紙の製造、販売

段ボールシート、段ボールケースの製造、販売

主　要　な　事　業　内　容

木材及び製紙用原料の売買、緑化工事、造林請負99.9288王 子 木 材 緑 化 株 式 会 社

（注）1．（ ）内は、子会社による保有を含む議決権比率であります。
2．百万円未満、百万ドル未満、百万タイ･バーツ未満、百万ユーロ未満および百万スイス･フラン未満は切り捨てて表示しております。

Pan Pac Forest Products Ltd.

百万ニュージーランド・ドル

126 100
営林､植林､伐採及び木材の販売並びにパルプ・木材製品の
製造、販売

ノーカーボン紙の製造、販売100

百万タイ･バーツ

1,340Oji Paper（Thailand）Ltd.

感熱記録紙の製造、販売94.7

百万ユーロ

25KANZAN Spezialpapiere GmbH

感熱記録紙の製造、販売（100）

百万USドル

34Kanzaki Specialty Papers Inc.

インクジェット用紙の製造、販売100

百万スイス･フラン

1ILFORD Imaging Switzerland GmbH
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（10）その他の重要な企業結合の状況 （平成21年3月31日現在）

（11）企業集団の主要な借入先及び借入額　 （平成21年3月31日現在）

（注）1．（ ）内は、子会社による保有を含む議決権比率であります。
2．百万円未満は切り捨てて表示しております。

（注）1．シンジケートローンは、株式会社みずほコーポレート銀行および株式会社三井住友銀行を幹事とする協
調融資によるものならびに株式会社三菱東京UFJ銀行を幹事とする協調融資によるものであります。

2．日本政策投資銀行は、平成20年10月１日付で民営化され、「株式会社日本政策投資銀行」となりました。
3．百万円未満は切り捨てて表示しております。

会　　社　　名

日伯紙パルプ資源開発株式会社
百万円

61,788

資　本　金

％

（39.8）

当社の
議決権比率

ブラジルにおけるパルプ製造会社経営、パルプの売買

主　要　な　事　業　内　容

シンジケートローン　　　　　　　　　

百万円

201,800

借　入　金　残　高借　　入　　先

株式会社三井住友銀行　　　　　　　　 88,898

株式会社みずほコーポレート銀行 88,160

農林中央金庫 41,558

株式会社日本政策投資銀行　　 41,318

日本生命保険相互会社　 40,315
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（12）企業再編行為、他の会社の株式の取得等の状況
当社は、当社グループの段ボール加工事業組織変更

へ向けた資本関係の整理を目的として、平成21年３月
31日に、王子板紙株式会社の段ボール加工事業に係る
関係会社株式管理事業を吸収分割により承継しまし
た。

（13）剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款
の定めがあるときの権限の行使に関する方針

漓利益配分に関する基本的な考え方
当社は、各事業年度の業績の状況と今後の経営諸施
策に備えるための内部留保を総合的に勘案しつつ、株
主の皆様へ可能な限り安定配当を継続することを基本
方針としております。

滷期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、当期の業績の状況
ならびに今後の事業環境等を総合的に勘案し、当社定
款の規定に基づき、平成21年５月14日開催の当社取締
役会において、平成21年３月31日を基準日として、前
期に比し２円減額の、１株につき４円と決議する予定
であります。
当中間期に実施いたしました中間配当（１株につき
６円）と合わせまして、当期年間の配当金は１株につ
き10円となります。
（a）配当財産の種類

金銭といたします。
（b）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及び

その総額
当社普通株式１株につき４円　総額4,010,865,276円

（c）剰余金の配当が効力を生じる日
平成21年６月４日

（14）前各号に掲げるもののほか、企業集団の現況に
関する重要な事項

中国南通プロジェクトの販売会社設立について
当社が中国江蘇省南通市において高級紙生産工場建
設を計画している南通プロジェクトにつきましては、
平成22年に江蘇王子製紙有限公司（「江蘇王子」）の生
産設備稼働を予定しておりますが、この稼働前におい
てプレセールとして主に当社からの輸入販売を行い、
販路開拓と販売体制の確立を図り、江蘇王子稼動以後
は江蘇王子品を独占的に販売することを目的に、平成
20年６月に王子製紙商貿（中国）有限公司を設立いた
しました。
王子製紙商貿（中国）有限公司の概要は下記のとお
りであります。

（a）登録資本金 90百万人民元
（b）資本構成 当社 90％

日本紙パルプ商事株式会社 5％
国際紙パルプ商事株式会社 5％

（c）事業内容 紙・板紙、パルプ、古紙および紙製
品の中国国内販売および輸出入他

（d）主な役員 董事長　渡辺　正
（当社常務執行役員）
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（1）発行可能株式総数 2,400,000,000株
（2）発行済株式の総数 1,064,381,817株

（うち自己株式） （61,665,498株）
（3）当事業年度末の株主数 91,590名

（前期末比3,406名減）
（4）大株主

2 当社の株式に関する事項（平成21年3月31日現在）

（注）1．当社は、自己株式を61,665千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2．千株未満は切り捨てて表示しております。

大株主の氏名

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）

株式会社三井住友銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

日本生命保険相互会社

王子製紙グループ従業員持株会

日本紙パルプ商事株式会社

農林中央金庫 16,654

17,216

20,813

28,008

28,498

31,668

34,833

39,714

54,071

千株

57,145

当該大株主の持株数及びその議決権比率

％
5.9

5.6

4.1

3.6

3.3

2.9

2.9

2.1

1.8

1.7
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取締役（社外取締役を除く。）の保有する新株予約権等の内容の概要
漓平成18年６月29日開催の取締役会決議による株式報酬型ストック・オプション

滷平成19年６月28日開催の取締役会決議による株式報酬型ストック・オプション

3 当社の新株予約権等に関する事項

王子製紙株式会社第１回新株予約権（取締役用）

８名

平成18年８月15日

112個（新株予約権１個につき1,000株）

普通株式　112,000株

１株当たり１円

平成18年８月16日～平成38年６月30日

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の行使期間

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の目的となる株式の種類、数

新株予約権の数

新株予約権の割当日

新株予約権の保有者数

新株予約権の名称

王子製紙株式会社第２回新株予約権（取締役用）

10名

平成19年７月13日

145個（新株予約権１個につき1,000株）

普通株式　145,000株

１株当たり１円

平成19年７月14日～平成39年６月30日

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の行使期間

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の目的となる株式の種類、数

新株予約権の数

新株予約権の割当日

新株予約権の保有者数

新株予約権の名称

（平成21年3月31日現在）

（平成21年3月31日現在）

③平成20年６月27日開催の取締役会決議による株式報酬型ストック・オプション

王子製紙株式会社第３回新株予約権（取締役用）

10名

平成20年７月14日

215個（新株予約権１個につき1,000株）

普通株式　215,000株

１株当たり１円

平成20年７月15日～平成40年６月30日

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の行使期間

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の目的となる株式の種類、数

新株予約権の数

新株予約権の割当日

新株予約権の保有者数

新株予約権の名称

（平成21年3月31日現在）
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4 当社の役員に関する事項

（1）取締役及び監査役（地位、氏名、担当、他の法人等の代表状況等）

（注）1．取締役　竹内洋、秋山收は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2．監査役　杉原弘泰、上野健二郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3．※印の取締役9名は、執行役員を兼務します。
4．平成21年４月１日付で、執行役員を兼務する取締役の「担当、他の法人等の代表状況等」を一部変更しました。変更後の「担当、他の法人等の代表状況等」は、
次頁の「（2）執行役員の状況」の表に記載のとおりです。

地　　位

代 表 取 締 役 会 長 鈴　木　正一郎

氏　　名

日伯紙パルプ資源開発株式会社代表取締役会長

担当、他の法人等の代表状況等

篠　田　和　久代 表 取 締 役 社 長
社長補佐、段ボール事業総統括、王子板紙株式会社、王子ネピア株式会社、
森紙業グループ管掌

山　本　信　能代表取締役副社長

取 締 役 金　丸　吉　博 王子特殊紙株式会社、情報用紙事業本部管掌

洋紙事業本部長、白板紙・包装用紙事業本部、王子物流株式会社管掌関　口　　　裕取 締 役
環境経営部、統括技術本部、新事業・新製品開発センター、研究開発本部、中国事業
本部、王子エンジニアリング株式会社管掌、江蘇王子製紙有限公司董事長、株式会社
日本紙パルプ研究所代表取締役社長

近　藤　晋一郎取 締 役

王子チヨダコンテナー株式会社代表取締役社長、内部監査室、デザインセンター、王
子ビジネスセンター株式会社管掌

石　田　　　隆取 締 役

取 締 役 橋　本　経　男 経営企画本部、国際営業推進本部、新聞用紙事業本部、コンプライアンス室管掌

取 締 役 神　田　憲　二
経営管理本部、資源戦略本部、王子古紙パルプセンター株式会社管掌、
Pan Pac Forest Products Ltd.取締役会長

取 締 役 橋　本　浩　樹 人事本部長、秘書室、総務部、安全本部、王子ヒューマンサポート株式会社管掌

弁護士竹　内　　　洋取 締 役

財団法人新エネルギー財団会長秋　山　　　收取 締 役

（常勤）花　田　心　弘常 任 監 査 役

（常勤）山　中　　　一監 　 　 査 　 　 役

弁護士杉　原　弘　泰監 　 　 査 　 　 役

弁護士上　野　健二郎監 　 　 査 　 　 役

（平成21年3月31日現在）

※

※

※

※

※

※

※

※

※
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（2）執行役員の状況　　 （平成21年4月1日現在）

地　　位

社 長 執 行 役 員

副社長執行役員

専 務 執 行 役 員

専 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

専 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

常 務 執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員 情報用紙事業本部長

春日井工場長、洋紙事業本部副本部長

白板紙・包装用紙事業本部長

中国事業本部長、江蘇王子製紙有限公司董事（総経理）

王子ネピア株式会社代表取締役社長

王子物流株式会社代表取締役社長

米子工場長、洋紙事業本部副本部長

王子パックスパートナーズ株式会社代表取締役社長兼森紙業株式会社代表取締役
社長

人事本部長、内部監査室、秘書室、総務部、安全本部、コンプライアンス室、王子
ヒューマンサポート株式会社管掌

社長付、Pan Pac Forest Products Ltd.取締役会長

印刷情報メディアカンパニーバイスプレジデント兼洋紙事業本部長、機能材カンパ
ニーバイスプレジデント

生活産業資材カンパニープレジデント、デザインセンター管掌

生産、環境、研究、新事業・新製品開発、中国事業分掌、江蘇王子製紙有限公司董
事長、株式会社日本紙パルプ研究所代表取締役社長

印刷情報メディアカンパニープレジデント、機能材カンパニープレジデント、国際
営業推進本部管掌

社長付

社長補佐

グループCEO

担当、他の法人等の代表状況等

枝　川　知　生

木　塚　　　浩

川　上　博　司

渡　辺　　　正

林　　　孝　治　

齋　藤　源　二

林　　　秀　明

勝　谷　邦　昭

橋　本　浩　樹

神　田　憲　二

橋　本　経　男

石　田　　　隆

近　藤　晋一郎

関　口　　　裕

金　丸　吉　博

山　本　信　能

氏　　名

篠　田　和　久
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地　　位

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員 洋紙事業本部副本部長兼印刷用紙部長

資源戦略本部長

苫小牧工場長

王子板紙株式会社専務取締役

新聞用紙事業本部長

王子パックスパートナーズ株式会社専務取締役兼王子チヨダコンテナー株式会社
専務取締役

統括技術本部長、王子エンジニアリング株式会社代表取締役社長、王子ビジネス
センター株式会社管掌

洋紙事業本部副本部長

呉工場長

王子特殊紙株式会社代表取締役社長

王子パックスパートナーズ株式会社副社長兼王子チヨダコンテナー株式会社代表
取締役社長、Ojitex Haiphong Co., Ltd.取締役社長、Ojitex（Vietnam）Co., Ltd.
取締役社長

富士工場長

経営企画本部長、経営管理本部長

日南工場長

中国事業本部副本部長兼江蘇王子製紙建設推進部長

研究開発本部長、新事業・新製品開発センター長

生活産業資材カンパニーバイスプレジデント兼王子板紙株式会社代表取締役社長

担当、他の法人等の代表状況等

青　山　秀　彦

島　村　元　明

松　尾　洋　二

野　沢　高　史

渕　上　一　雄

渡　　　良　司

進　藤　清　貴

石　井　弘　和

吉　野　正　樹

東　　　　　剛

佐　野　成　人

山　北　篤　史

矢　嶋　　　進

佐　田　修　一

早　野　裕　康

落　合　行　雄

氏　　名

安　藤　　　温
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（3）取締役及び監査役の重要な兼職の状況
漓取締役

（平成21年3月31日現在）

役　　　　職

取 締 役篠　田　和　久

氏　　　名

日本紙パルプ商事株式会社

他　の　法　人　等

王子チヨダコンテナー株式会社
王子ネピア株式会社
王子板紙株式会社
森紙業株式会社

山　本　信　能

取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役

取 締 役金　丸　吉　博 王子特殊紙株式会社

取 締 役近　藤　晋一郎 王子板紙株式会社

取 締 役
取 締 役
取 締 役

石　田　　　隆
Ojitex Haiphong Co., Ltd.
Ojitex（Vietnam）Co., Ltd.
森紙業株式会社

監 査 役橋　本　経　男 森紙業株式会社

（注）平成21年４月１日付で、次のとおり一部変更しました。
取締役　山本信能
王子チヨダコンテナー株式会社取締役を辞任により退任
王子ネピア株式会社取締役を辞任により退任
王子板紙株式会社取締役を辞任により退任
森紙業株式会社取締役を辞任により退任

取締役　金丸吉博
王子特殊紙株式会社取締役を辞任により退任

取締役　関口　裕
王子特殊紙株式会社取締役に就任

取締役　石田　隆
王子パックスパートナーズ株式会社取締役に就任
王子チヨダコンテナー株式会社代表取締役社長退任（引き続き取締役を兼務）
王子ネピア株式会社取締役に就任
王子板紙株式会社取締役に就任

取締役　橋本経男
森紙業株式会社監査役を辞任により退任

取締役　神田憲二
王子パックスパートナーズ株式会社監査役に就任
王子チヨダコンテナー株式会社監査役に就任
王子板紙株式会社監査役に就任
森紙業株式会社監査役に就任
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（4）取締役及び監査役の報酬等
漓取締役及び監査役の報酬等の額

滷当社グループの現況に鑑み、来期以降の収益改善を
はかるための諸施策の一環として、取締役全員（社外
取締役を除く10名）の役員報酬を平成21年３月より減
額するとともに、役員賞与を不支給としました。

澆当社グループの現況に鑑み、監査役（社外監査役
を除く2名）の役員報酬を平成21年３月より減額す
るとともに、役員賞与を全額返上しました。

（注）1．株主総会の決議による取締役の報酬等の限度額は年額900百万円であります。
（平成18年６月29日第82回定時株主総会決議）

2．株主総会の決議による監査役の報酬等の限度額は年額97百万円であります。
（平成18年６月29日第82回定時株主総会決議）

3．当期末現在の人員は取締役12名、監査役４名であります。
4．支給額には、以下のものを含んでおります。
・取締役に対するストック･オプションによる報酬額
取締役　　 10名　　73百万円
社外取締役を除く、10名の取締役を対象としております。

5．上記のほか、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額（内規に基づく必要額）
監査役　　４名　　22百万円（うち社外監査役２名　４百万円）

6．百万円未満は切り捨てて表示しております。

区　　　　分

取 　 締 　 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

監 　 査 　 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

合 　 　 　 　 計 16名 638百万円

4名
（2名）

63百万円
（15百万円）

12名
（2名）

575百万円
（30百万円）

支 給 人 員 支　給　額

滷監査役

役　　　　職氏　　　名 他　の　法　人　等

王子チヨダコンテナー株式会社
王子エンジニアリング株式会社
王子不動産株式会社
王子板紙株式会社
王子特殊紙株式会社
森紙業株式会社

花　田　心　弘

監 査 役
監 査 役
監 査 役
監 査 役
監 査 役
監 査 役

（平成21年3月31日現在）

（注）平成21年４月１日付で、次のとおり一部変更しました。
監査役　花田心弘
王子チヨダコンテナー株式会社監査役を辞任により退任
王子板紙株式会社監査役を辞任により退任
森紙業株式会社監査役を辞任により退任
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滷当事業年度における主な活動状況

澆社外役員との責任限定契約の内容の概要
当社は、定款の規定に基づき、社外取締役および社
外監査役全員との間で、会社法第427条第１項の規定

により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責
任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠
償責任限度額は、法令が規定する額としております。

区　　　分

社 外 取 締 役 竹　内　　　洋

氏　　名 主 な 活 動 状 況

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出席し、弁護士としての専門的見地から、必要
に応じて豊富な経験と高い見識に基づいた発言を行っています。

当事業年度開催の取締役会14回のすべてに出席し、行政における豊富な経験と幅広い
見識に基づいた発言を行っています。

秋　山　　　收社 外 取 締 役

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に、また、監査役会13回のうち12回に出席
し、弁護士としての専門的見地から、必要に応じて豊富な経験と高い見識に基づいた
発言を行っています。

杉　原　弘　泰社 外 監 査 役

当事業年度開催の取締役会14回のすべてに、また、監査役会13回のすべてに出席し、
弁護士としての専門的見地から、必要に応じて豊富な経験と高い見識に基づいた発言
を行っています。

上　野　健二郎社 外 監 査 役

（5）社外役員に関する事項
漓社外役員に関する他の株式会社の社外役員の兼任状況

区　　　分

社 外 取 締 役 竹　内　　　洋

氏　　名 兼 任 先 及 び 役 職

株式会社ブリヂストン　社外監査役

株式会社三菱ケミカルホールディングス　社外監査役
三菱化学株式会社　社外監査役
イオンクレジットサービス株式会社　社外監査役

杉　原　弘　泰社 外 監 査 役

セイノーホールディングス株式会社　社外取締役
東京トヨタ自動車株式会社　社外監査役

上　野　健二郎社 外 監 査 役

（平成21年3月31日現在）
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（1）会計監査人の名称
新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当社の会計監査人としての報酬等の額 87百万円

（3）当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額
当社及び当社の連結子会社が会計監査人に
支払うべき報酬等の合計額 214百万円

（4）非監査業務の内容
当社は、新日本有限責任監査法人に対して、公認会
計士法第２条第１項の業務以外の業務であるアドバイ
ザリー業務を委託し、対価を支払っています。

（5）重要な子会社のうち他の監査法人の監査を受けて
いる子会社
当社の重要な子会社のうち、森紙業株式会社、Pan
Pac Forest Products Ltd.、Kanzaki Specialty Papers
Inc.、Oji Paper（Thailand）Ltd.ほか２社は、当社の会
計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国にお
けるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）
の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律
に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに
限る。）を受けております。

（6）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人が適切に職務を遂行するこ
とが困難と判断される等の場合には、監査役会の同意
を得た上で、または監査役会の請求に基づいて、会計
監査人の解任または不再任を株主総会に提案します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各

号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査
役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。

5 会計監査人に関する事項

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監
査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を区分しておりま
せんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を
含めて記載しております。

2．百万円未満は切り捨てて表示しております。

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監
査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を区分しておりま
せんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を
含めて記載しております。

2．百万円未満は切り捨てて表示しております。

（注）新日本監査法人は、平成20年７月１日付で有限責任監査法人に移行
したことにより、新日本有限責任監査法人となりました。
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6 業務の適正を確保するための体制の整備についての取締役会決議の内容の概要

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に
ついて、次のとおり方針を定めています。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制

漓 代表取締役社長は、王子製紙グループ企業行動憲
章および王子製紙グループ行動規範を制定し、取締
役および使用人が企業市民の一員としての自覚と社
会の信頼に応える高い倫理観をもって企業活動を推
進することを改めて確認し、継続を約束します。
② 代表取締役社長は、法令遵守教育や企業倫理ヘル
プライン制度を含むグループ横断的なコンプライア
ンス体制の整備を行い、問題点の把握、改善に努め
ます。
③ 代表取締役社長は、反社会的勢力との関係を一切
遮断することを目的として社内窓口部署を設置して
社内体制を整備しており、反社会的勢力には毅然と
対応します。
④ 内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、
その結果を経営会議に報告します。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に
関する体制
社長決定規程に基づく稟議を経て文書取扱規程の制
定、改廃を行い、この規程に基づいて文書（電磁的方
法によるものを含む。）の保存、管理を行います。文
書は、取締役または監査役の要請があった場合は常時
閲覧できるものとします。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
漓 代表取締役社長を議長とする経営会議において、
グループ全体のリスク管理および内部統制システム
に関する重要事項の審議および報告、内部統制シス
テム構築の基本方針改訂案の審議を行います。
② 代表取締役社長は、取締役会の承認を経てグルー
プリスク管理基本規程の制定、改廃を行い、リスク
管理体制を明確化するとともに、グループ全体のリ
スクを網羅的、総括的に管理し、リスクの類型に対
応した体制の整備を行います。
③ 内部監査室は、リスク管理の状況を監査し、その
結果を経営会議に報告します。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制

漓 代表取締役社長は、経営会議の審議を経てグルー
プ全体の企業理念、経営基本方針、中長期経営計画、
年次綜合計画を定めることにより、取締役、使用人
が共有すべき目標、課題を明確化します。
② 各取締役は、これらの理念、基本方針、計画に基
づき管掌業務に関する具体的な施策を実行し、情報
技術を駆使したシステム等を活用することにより進
捗状況を的確かつ迅速に把握し、取締役会に報告し
ます。効率化を阻害する要因が見つかればこれを排
除、低減するなどの改善を促すことにより、目標、
課題の達成度を高める体制を整備します。
③ 社長決定規程に基づく稟議を経て職務権限規程の
制定、改廃を行い、使用人の権限と責任を明確にし、
職務の組織的かつ効率的な運営を図ります。
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（5）当該株式会社及びその子会社から成る企業集団に
おける業務の適正を確保するための体制

漓 代表取締役社長は、王子製紙グループ企業行動憲
章および王子製紙グループ行動規範を制定し、グル
ープ全体が一体となって企業市民の一員としての自
覚と社会の信頼に応える高い倫理観をもって企業活
動を推進することを改めて確認し、継続を約束しま
す。
② 代表取締役社長は、経営会議の審議を経てグルー
プ全体の企業理念、経営基本方針、中長期経営計画、
年次綜合計画を定めることにより、グループ各社の
取締役、使用人が共有すべき目標、課題を明確化し
ます。併せて代表取締役社長を議長とするグループ
社長会議を開催し、企業理念や経営基本方針の共有
化、徹底を図ります。
③ グループ経営規程においてグループ内承認手続き
を統一的に定め、グループ内牽制の機能を担保しま
す。
④ 代表取締役社長を議長とする経営会議において、
グループ全体のリスク管理および内部統制システム
に関する重要事項の審議および報告、内部統制シス
テム構築の基本方針改訂案の審議を行います。
⑤ 内部監査室は、内部統制の状況を監査し、その結
果を経営会議に報告します。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと
を求めた場合における当該使用人に関する事項及
び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

漓 監査役の職務を補助する体制として監査役室を設
置し、会社の業務を十分検証できる専任の使用人数
名を置きます。

② 監査役室は監査役会に直属するものとし、監査役
室に所属する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処
分については監査役の同意を得るものとします。

（7）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体
制その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役会に対して、法定
の事項に加え、監査役が必要と認めて特に報告を求
めた事項等については随時報告します。報告の方法
については取締役と監査役会との協議により決定し
ます。

（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制
代表取締役社長は、監査役が代表取締役や会計監
査人と定期的に意見交換する場を設けます。

なお、当社は、上記の業務の適正を確保するための
体制の整備についての方針および金融商品取引法に定
める内部統制報告制度に対応するため、「財務報告に
係る内部統制の構築及び評価に関する基本方針」を取
締役会において決議しております。
本基本方針のもと、財務報告に係る内部統制を構築
し、併せて当該内部統制の有効性につき評価を行い、
内部統制報告書を取締役会決議を経て作成することと
しております。
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7 会社の支配に関する基本方針

当社は、平成19年４月27日に開催された取締役会に

おいて、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針」（以下、「会社の支配

に関する基本方針」といいます。）を下記（1）のとおり

定めております。

また、平成20年６月27日開催の第84回定時株主総会

（以下、「前定時株主総会」といいます。）における株

主の皆様のご承認に基づき、有効期限を前定時株主総

会終結から１年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結時までとして、下記

（3）に定める特定株主グループ（注1）の議決権割合

（注2）を20％以上とすることを目的とする当社株券等

（注3）の買付行為、または結果として特定株主グルー

プの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行

為（注4）に関する対応方針（以下、「本方針」といい

ます。）を導入しております。

平成21年６月26日開催予定の第85回定時株主総会

（以下、「本定時株主総会」といいます。）の終結時を

もって上記有効期限の満了を迎えるに当たり、その後

の情勢変化等を踏まえ更なる検討を加えた結果、当社

は、平成21年５月14日開催の当社取締役会において、

本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件

に、本方針を継続することを決議する予定であります。

注1．特定株主グループとは、（i）当社の株券等（金融商品取引法第27条の
23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23
第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含ま
れる者を含みます。）およびその共同保有者（同法第27条の23第５項
に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみ
なされる者を含みます。）、または（ii）当社の株券等（同法第27条の
２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の
２第１項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において
行われるものを含みます。）を行う者およびその特別関係者（同法第
27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。

注2．議決権割合とは、（i）特定株主グループが、注1.の（i）の記載に該当す
る場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の
23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合において
は、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保
有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）、ま
たは（ii）特定株主グループが、注1.の（ii）の記載に該当する場合は、
当該買付者およびその特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の
２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。
議決権割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の２第８項
に規定するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27条
の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期
報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたもの
を参照することができるものとします。

注3．株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項または同法第27条の
２第１項に規定する株券等を意味します。

注4．上記のいずれの買付行為についても、予め当社取締役会が同意した
ものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」、
大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。
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者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する

者としては適切ではないと考えております。

（2）会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して

当社に投資していただくため、当社の企業価値・株主

共同の利益を向上させるための取り組みとして、以下

の施策を実施しております。

これらの取り組みは、上記（1）の会社の支配に関す

る基本方針の実現に資するものと考えております。

「企業価値向上への取り組み」

国内の印刷・情報用紙市場と東アジアの印刷・情報

用紙市場は、一体化の方向へ急速に進みつつあり、日

本国内の紙・パルプメーカーはかつてのような半ば閉

じた市場での競争から、一体化した広域市場での競争

に視点を移しつつあります。当社は、かかる認識のも

と、国内においては生産体制の効率化と製品競争力の

強化を中心に安定した収益基盤の確立を図りつつ、海

外においては東アジアにおける生産・販売体制の構築

と海外植林等の原料確保対策を中心に企業規模の拡大

を図ることによって、持続的成長可能な世界的紙パル

プ企業となることを経営の基本方針としております。

具体的施策として、富岡工場の新マシンが本年２月

に営業運転を開始しました。これにより、塗工紙生産

工場として国内トップクラスのコスト競争力を持った

工場となる見通しであり、生産・販売すべてにわたっ

て最新の体制を確立し、所期の投資効果の早期発現に

万全を期してまいります。

（1）会社の支配に関する基本方針の内容

上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様に

よる自由な取引が認められており、大規模買付行為で

あっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する

買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概

に否定するものではありません。かかる提案等につい

ては、買付けに応募するかどうかを通じ、最終的には

株主の皆様にご判断いただくべきものと考えておりま

す。

他方、当社の属する製紙産業の特性として、その経

営においては大規模な設備投資や世界レベルでの原料

確保等、中長期的かつ広角的な視点が必要とされるこ

とから、当社への大規模買付行為に際し、株主の皆様

が適切な判断を行うためには、当該買付者に関する適

切な情報等の提供および代替案の検討機会を含めた検

討期間の確保がなされることが必要不可欠であると考

えます。しかし、当社株式の買付け等の提案において

は、会社や株主に対して買付けに係る提案内容や代替

案等を検討するための十分な時間や情報を与えないも

のも想定されます。

また、買付目的や買付け後の経営方針等に鑑み、当

社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白で

あるもの、買付けに応じることを株主に強要するよう

な仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来

の企業価値・株主共同の利益に照らして不十分または

不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利

益を毀損するおそれのある提案も想定されます。

このような企業価値・株主共同の利益を毀損するお

それのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行う
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滷大規模買付ルールの設定

当社取締役会としては、大規模買付行為は、以下に

定める大規模買付ルールに従って行われることが、当

社株主全体の利益に合致すると考えます。この大規模

買付ルールとは、（i）事前に大規模買付者から当社取締

役会に対して十分な情報が提供され、（ii）当社取締役会

による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為

を開始する、というものです。

具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役

会に対して、当社株主の皆様の判断および取締役会と

しての意見形成のために十分な情報（以下、「大規模

買付情報」といいます。）を提供していただきます。

その項目は別紙１記載のとおりです。

大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の

内容によって異なることもあり得るため、大規模買付

者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当

社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご

提出いただくこととします。意向表明書には、大規模

買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国

内連絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示

していただきます。当社は、この意向表明書の受領後

５営業日以内に、大規模買付者から当初提供していた

だくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交

付します。なお、当初提供していただいた情報だけで

は大規模買付情報として不足していると考えられる場

合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提

供をしていただくことがあります。当社取締役会は、

また、当社が中国江蘇省南通市に高級紙生産工場建

設を計画している南通プロジェクトにつきましては、

平成19年11月に起工式を行った後、平成20年初から本

格的な建設工事を開始し、平成22年末には、１台目の

年産40万トンの生産設備（抄紙機、コーター）、自社

専用バースおよび石炭ボイラを稼働させ、営業運転を

開始する予定であり、工場建設と販売網構築に向けた

各種作業に万全を期してまいります。

さらに、木材資源の不足に対応するため、長期的な

資源確保を図ると同時に、環境問題の観点からも、

「森のリサイクル」、「紙のリサイクル」を今後も推し

進めていくため、これまで世界各地で展開してきた海

外植林事業の拡大ならびに古紙の利用率の向上を図っ

てまいります。

（3）会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な

者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取り組み

漓本方針導入の目的

当社取締役会は、上記（1）の基本方針に基づき、以

下のとおり、当社株式の大規模買付行為に関するルー

ル（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定

し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を

求めることとしております。大規模買付者が大規模買

付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会として

一定の措置を講じる方針です。また、大規模買付行為

が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかで

ある場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合に

も、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。
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澆大規模買付行為がなされた場合の対応方針

（a）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規

模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行

為を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルール

に従った十分な情報提供を行わない場合、その他大規

模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、

当社取締役会は、当社株主全体の利益の保護を目的と

して、新株予約権の発行等、会社法その他の法律およ

び当社定款が取締役会の権限として認める措置をと

り、大規模買付行為に対抗することがあります。当社

取締役会は、対抗措置の発動を決定するに先立ち、特

別委員会に対抗措置の発動の是非を諮問しその勧告を

受けるものとします。特別委員会の勧告を最大限尊重

しつつ、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家

の意見も参考にした上で、当社取締役会は対抗措置の

発動を決定します。

具体的な対抗措置については、その時点で相当と認

められるものを選択することとなります。具体的対抗

措置として株主割当てにより新株予約権を発行する場

合の概要は、原則として別紙２記載のとおりとします。

なお、新株予約権を発行する場合には、議決権割合が

一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新

株予約権の行使条件や取得条件とするなど、対抗措置

としての効果を勘案した行使期間、行使条件および取

得条件を設けることがあります。

今回の大規模買付ルールの設定およびそのルールが

遵守されなかった場合の対抗措置は、当社株主全体の

大規模買付行為の提案があった事実は、速やかに情報

開示します。また、当社取締役会に提供された大規模

買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であ

ると認められる場合には、適切と判断する時点で、そ

の全部または一部を開示します。

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大

規模買付情報の提供が完了した後、60日間（対価を現

金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の

買付の場合）または90日間（その他の大規模買付行為

の場合）を、取締役会による評価、検討、交渉、意見

形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評

価期間」といいます。）とします。当社取締役会は、

大規模買付情報の提供が完了した事実および取締役会

評価期間については、速やかに情報開示します。大規

模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始

されるものとします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家の

助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分

に評価・検討し、取締役会としての意見を開示します。

必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に

関する条件改善について交渉し、当社取締役会として

株主の皆様へ代替案を提示することもあります。また、

当社取締役会は、特別委員会に大規模買付情報を提供

し、その評価・検討を依頼します。特別委員会は、独

自に大規模買付情報の評価・検討を行い、本方針に従

い当社取締役会がとるべき対応について勧告を行いま

す。当社取締役会は、特別委員会の勧告を踏まえ、こ

れを最大限尊重しつつ、本方針に従った対応を決定し

ます。
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の類型に該当すると認められる場合には、原則として、

大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらす

ことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著し

く損なう場合に該当するものと考えます。

（衢）次の漓から潺までに掲げる行為等により株主全体

の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収

行為を行う場合

漓株式を買い占め、その株式について会社側に対し

て高値で買取りを要求する行為

滷会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を

廉価に取得する等会社の犠牲のもとに買収者の利

益を実現する経営を行うような行為

澆会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務

の担保や弁済原資として流用する行為

潺会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係

していない高額資産等を処分させ、その処分利益を

もって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当に

よる株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜け

る行為

（衫）強圧的二段階買収（最初の買付条件よりも二段階目

の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買

付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付

けを行うことをいいます。）など株主に株式の売却

を事実上強要するおそれがある買収行為を行う場合

（袁）大規模買付者による支配権取得により、顧客・取

引先・地域社会・従業員その他の利害関係者の利

正当な利益を保護するための相当かつ適切な対応であ

ると考えていますが、他方、このような対抗措置によ

り、結果的に、大規模買付ルールを遵守しない大規模

買付者に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させ

る可能性があります。大規模買付ルールを無視して大

規模買付行為を開始することのないように予め注意を

喚起いたします。

（b）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得

る規模の当社株式の買付行為について、当社株主全体

の利益を保護するという観点から、株主の皆様に、こ

のような買付行為を受け入れるかどうかの判断のため

に必要な情報や、現に経営を担っている当社取締役会

の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受け

る機会を保証することを目的とするものです。大規模

買付ルールが遵守されている場合、原則として、当社

取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようと

するものではありません。

しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買

付ルールを遵守していても、大規模買付行為が当社に

回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合

や当社株主全体の利益を著しく損なう場合であると、

弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家の意見も

参考にし、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、

当社取締役会が判断したときには、上記澆（a）で述べ

た大規模買付行為を抑止するための措置をとることが

あります。かかる対抗措置をとることを決定した場合

には、適時適切な開示を行います。具体的には、以下
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開始までの間においては当社が無償で新株予約権を取

得して、対抗措置の発動を停止することができるもの

とします。

このような対抗措置の発動の停止を行う場合には、

特別委員会が必要と認める事項とともに速やかな情報

開示を行います。

（d）特別委員会の設置および検討

本方針において、大規模買付者が大規模買付ルール

を遵守したか否か、大規模買付行為が当社に回復しが

たい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株

主全体の利益を著しく損なう場合に該当するかどう

か、そして大規模買付行為に対し対抗措置をとるか否

かおよび発動を停止するかの判断に当たっては、取締

役会の判断の客観性、公正性および合理性を担保する

ため、当社は、取締役会から独立した組織として、特

別委員会を設置し、当社取締役会はその勧告を法律上

可能な限り最大限尊重するものとします。特別委員会

の委員は３名とし、社外取締役、社外監査役、経営経

験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁

護士、公認会計士、税理士、学識経験者、またはこれ

らに準ずる者を対象として選任するものとします。な

お、特別委員会委員の氏名および略歴は、別紙３のと

おりです。

取締役会は、対抗措置の発動または発動の停止を決

定するときは、特別委員会に対し諮問し、その勧告を

受けるものとします。特別委員会は、当社の費用で、

当社経営陣から独立した第三者（ファイナンシャル・

アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント

益が損なわれ、それによって長期的に当社株主全

体の利益が著しく毀損されるおそれがある場合

（衾）大規模買付者による支配権取得後の経営方針や事

業計画等が著しく不合理または不適当であった

り、環境保全・コンプライアンスやガバナンスの

透明性の点で重要な問題を生じるおそれがあった

り、大規模買付者に関する情報開示が当社の株主

保護の観点から見て十分かつ適切になされないお

それがあるために、当社の社会的信用を含めた企

業価値が著しく毀損しまたは当社の株主に著しい

不利益を生じさせるおそれがある場合

（c）対抗措置発動後の停止

当社取締役会は、本方針に従い対抗措置をとること

を決定した後でも、（i）大規模買付者が大規模買付行為

を中止した場合や、（ii）対抗措置をとる旨の決定の前提

となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付行為が

当社に回復しがたい損害をもたらさずかつ当社株主全

体の利益を著しく損なわないと判断される場合には、

特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の

発動の停止を決定することがあります。対抗措置とし

て、例えば新株予約権を無償割当てする場合において、

権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規

模買付者が大規模買付行為の撤回を行うなどの事情が

生じ、特別委員会の勧告を踏まえ、対抗措置の発動が

適切でないと取締役会が判断したときには、新株予約

権の効力発生日までの間は新株予約権の無償割当てを

中止し、また新株予約権の無償割当て後、行使期間の
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その他の専門家を含む。）の助言を得たり、当社の取

締役、監査役、従業員等に特別委員会への出席を要求

し、必要な情報について説明を求めたりしながら、審

議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役

会に対し勧告を行います。取締役会は、対抗措置を発

動するか否かおよび発動の停止を行うかどうかの判断

に当たっては、特別委員会の勧告を法律上可能な限り

最大限尊重するものといたします。

潺当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等

対抗措置の発動によって、当社株主の皆様（大規模

買付者を除きます。）が経済面や権利面で損失を被る

ような事態は想定しておりませんが、当社取締役会が

具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令

および金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示

を行います。

対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権

の無償割当てを行う場合には、当社取締役会で別途定

めて公告する基準日における最終の株主名簿または実

質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その

所有株式数に応じて新株予約権が割り当てられますの

で、名義書換未了の株主の皆様には、当該基準日まで

に名義書換を完了していただく必要があります（証券

保管振替機構に対する預託を行っている株券の株主を

除きます。）。また、新株予約権を行使して株式を取得

するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを

完了していただく必要があります。ただし、当社が新

株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の取得

条項に従い新株予約権の取得を行う場合には、当社取

締役会が当該取得の対象とした新株予約権を保有する

株主の皆様は、金銭の払込みを要することなく、当社

による新株予約権取得の対価として、当社株式の交付

を受けることができます。これらの手続きの詳細につ

きましては、実際に新株予約権を発行または取得する

こととなった際に、法令および金融商品取引所規則に

基づき別途お知らせいたします。

なお、いったん新株予約権の無償割当てを決議した

場合であっても、当社は、上記澆（c）に従い、新株予

約権の無償割当ての効力発生日までに新株予約権の無

償割当てを中止し、または新株予約権の無償割当ての

効力発生日後新株予約権の行使期間の初日の前日まで

に新株予約権を無償にて取得する場合があります。こ

れらの場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じ

る可能性があります。例えば、新株予約権の無償割当

てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）

において、当社が新株予約権を無償取得して新株を交

付しない場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化

は生じませんので、当社株式の価値の希釈化が生じる

ことを前提にして売買を行った投資者の方は、株価の

変動により損害を被るおそれがあります。



31

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）

を充足しています。

滷株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入さ

れていること

本方針は、上記（3）漓「本方針導入の目的」にて記載

したとおり、当社株券等に対する買付け等がなされた

際に、当該買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様

が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示する

ために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のため

に買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることによ

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させるという目的をもって導入されるものです。

澆合理的な客観的発動要件の設定

本方針は、上記（3）澆「大規模買付行為がなされた

場合の対応方針」にて記載したとおり、大規模買付行

為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大

規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主に株

式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場

合など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件

が充足されなければ対抗措置が発動されないように設

定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防

止するための仕組みを確保しているものといえます。

潺株主意思を重視するものであること

上記（3）潸「大規模買付ルールの有効期限」に記載

したとおり、本方針の有効期間は本定時株主総会の終

潸大規模買付ルールの有効期限

本定時株主総会において、本方針の継続について株

主の皆様のご承認が得られた場合は、本方針の有効期

間は、本定時株主総会の日から１年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結

時までとし、以後も同様とします。

なお、当社取締役会は、本方針を継続することを決

定した場合、その旨を速やかにお知らせします。また、

当社取締役会は、株主全体の利益保護の観点から、会

社法および金融商品取引法を含めた関係法令の整備・

改正等を踏まえ、本方針を随時見直していく所存です。

本方針は、その有効期間中であっても、株主総会に

おいて本方針を廃止する旨の決議が行われた場合また

は当社取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行

われた場合は、その時点で廃止されるものとします。

また、当社取締役会は、本方針の有効期間中であって

も、株主総会での承認の趣旨の範囲内で本方針を修正

する場合があります。

（4）本方針が会社の支配に関する基本方針に沿い、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

ないことについての取締役会の判断およびその判

断に係る理由

漓買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本方針は、経済産業省および法務省が平成17年５月

27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三

原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、
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結の時までと限定されており、本定時株主総会におい

て、本方針の継続に関する株主の皆様のご意思をご確

認させていただくため、本方針の継続について株主の

皆様に議案としてお諮りする予定です。本定時株主総

会において、本方針の継続の決議がなされなかった場

合には、速やかに廃止されることになり、その意味で、

本方針の消長および内容は、当社株主の合理的意思に

依拠したものとなっております。

潸デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防

衛策ではないこと

上記（3）潸「大規模買付ルールの有効期限」にて記

載したとおり、本方針は、当社の株主総会で選任され

た取締役で構成される取締役会により廃止することが

できるものとされており、当社の株券等を大量に買い

付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる

取締役で構成される取締役会により、本方針を廃止す

ることが可能です。従って、本方針は、デッドハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させ

てもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではあり

ません。また、当社の取締役任期は１年間であり、本

方針はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員

の交替を一度に行うことができないため、その発動を

阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありませ

ん。
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（別紙１）

大規模買付情報
１．大規模買付者およびそのグループ（ファンドの場合は組合員その
他の構成員を含む。）の情報。
（1）名称、資本関係、財務内容
（2）（大規模買付者が個人である場合は）国籍、職歴、当該買収

提案者が経営、運営または勤務していた会社またはその他
の団体（以下、「法人」という。）の名称、主要な事業、住
所、経営、運営または勤務の始期および終期

（3）（大規模買付者が法人である場合は）当該法人および重要な子会
社等について、主要な事業、設立国、ガバナンスの状況、過去
３年間の資本および長期借入の財務内容、当該法人またはその
財産に係る主な係争中の法的手続き、これまでに行った事業の
概要、取締役、執行役等の役員の氏名

（4）（もしあれば）過去５年間の犯罪履歴（交通違反や同様の軽微な
犯罪を除く。）、過去５年間の金融商品取引法、会社法（これら
に類似する外国法を含む。）に関する違反等、その他コンプラ
イアンス上の重要な問題点の有無

２．大規模買付行為の目的、方法およびその内容。（取得の対価の価
額・種類、取得の時期、関連する取引の仕組み、取得の方法の適法
性、取得の実現可能性を含む。）
３．当社株式の取得の対価の算定根拠。（算定の前提となる事実・仮定、
算定方法、算定に用いた数値情報ならびに取得に係る一連の取引に
より生じることが予想されるシナジーおよびその算定根拠を含む。）
４．大規模買付行為の資金の裏付け。（資金の提供者（実質的提供者を
含む。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含む。）
５．大規模買付行為後の当社の経営方針、事業計画、資本政策および
配当政策。
６．大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会
その他の当社に係る利害関係者（ステークホルダー）に関する方針。
７．必要な政府当局の承認、第三者の同意等、大規模買付行為の実行
に当たり必要な手続きの内容および見込み。大規模買付行為に対す
る、独占禁止法その他の競争法ならびにその他大規模買付者または
当社が事業活動を行っているか製品を販売している国または地域の
重要な法律の適用可能性や、これらの法律が大規模買付行為の実行
に当たり支障となるかどうかについての考えおよびその根拠。
８．その他当社取締役会または特別委員会が合理的に必要と判断して
要請する情報。

（別紙２）

新株予約権の概要
１．新株予約権付与の対象となる株主およびその発行条件
取締役会で定める基準日における最終の株主名簿または実質株主
名簿に記載または記録された株主に対し、その所有株式（ただし、
当社の有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予
約権を割り当てる。なお、株主に新株予約権の割当てを受ける権利
を与えて募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合と、新株
予約権の無償割当てを行う場合とがある。
２．新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予
約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会が基準日として定め
る日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式
（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上
限とする。新株予約権１個当たりの目的である株式の数は１株とす
る。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の
調整を行うものとする。
３．発行する新株予約権の総数
新株予約権の割当総数は、当社取締役会が基準日として定める日
における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式（当
社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限と
して、取締役会が定める数とする。取締役会は、割当総数がこの上
限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の割当てを行うこと
がある。
４．各新株予約権の払込金額
無償（金額の払込みを要しない。）

５．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上で
取締役会が定める額とする。
６．新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要す
ることとする。
７．新株予約権の行使条件
議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（当社の株
券等を取得または保有することが当社株主全体の利益に反しないと
当社取締役会が認めたものを除く。）等に行使を認めないこと等を新
株予約権行使の条件として定めることがある。詳細については、当
社取締役会において別途定めるものとする。
８．新株予約権の行使期間等
新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、
取締役会にて別途定めるものとする。なお、取得条項については、
上記７.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の
者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき１株
を交付することができる旨の条項を定めることがある。
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（別紙３）

特別委員会委員の氏名及び略歴

特別委員会の委員は、以下の３名です。

竹内　洋（たけうち　よう）

略歴

昭和14年９月24日生まれ

昭和41年４月 弁護士登録

平成６年６月 当社監査役

平成16年３月 株式会社ブリヂストン監査役

現在に至る。

平成19年６月 当社取締役

現在に至る。

※竹内洋氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

秋山　收（あきやま　おさむ）

略歴

昭和15年11月21日生まれ

昭和38年４月　通商産業省入省

平成14年８月　内閣法制局長官

平成16年８月　退官

平成18年７月　財団法人新エネルギー財団会長

現在に至る。

平成19年６月　当社取締役

現在に至る。

※秋山收氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

杉原　弘泰（すぎはら　ひろやす）

略歴

昭和13年５月18日生まれ　

昭和38年４月 検事任官

平成11年６月 大阪高等検察庁検事長

平成13年５月 退官、弁護士登録

平成15年５月 イオンクレジットサービス株式会社監査役

現在に至る。

平成15年６月 三菱化学株式会社監査役

現在に至る。

平成17年10月 株式会社三菱ケミカルホールディングス監査役

現在に至る。

平成18年６月 当社監査役

現在に至る。

※杉原弘泰氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。
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連結貸借対照表
単位：百万円（単位未満切り捨て）

科　　　目科　　　目 第84期（ご参考）
（平成20年3月31日現在）

第84期（ご参考）
（平成20年3月31日現在）

比較（ご参考）比較（ご参考）

負　債　の　部

流 動 負 債

支 払 手 形 及 び 買 掛 金

短 期 借 入 金

コマーシャルペーパー

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

そ の 他

固 定 負 債

社 債

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

環 境 対 策 引 当 金

特 別 修 繕 引 当 金

長 期 預 り 金

そ の 他

負 債 合 計

純 資 産 の 部

株 主 資 本

資 　 本 　 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

為 替 換 算 調 整 勘 定

新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純 資 産 合 計

負 債 及 び 純 資 産 合 計

資　産　の　部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有形固定資産）

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

林 地

植 林 立 木

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

（無形固定資産）

借 地 権

の れ ん

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

739,496

223,634

262,025

165,000

23,370

45,100

9,646

10,719

531,525

100,000

324,635

36,747

11,441

50,726

1,769

1,800

111

3,142

1,150

1,271,021

455,756

103,880

113,051

281,470

△ 42,646

39,217

27,259

446

3,882

7,628

115

15,401

510,490

1,781,512

574,936

81,201

296,225

0

159,085

－

－

－

12,294

11,166

11,582

4,734

△ 1,354

1,206,575

（915,341）

204,249

372,862

7,012

226,617

16,649

41,761

－

46,187

（34,785）

2,410

11,391

20,983

（256,448）

212,061

13,782

4,725

11,143

18,176

△ 3,441

1,781,512

△ 89,066

△ 44,925

73,589

△ 111,000

△ 630

△ 4,138

△ 1,788

△ 173

95,829

－

115,592

△ 17,899

△ 218

△ 2,902

60

△ 50

△ 6

△ 131

1,384

6,763

△ 20,666

－

△ 19

△ 20,377

△ 268

△ 58,059

△ 20,662

△ 1,004

△ 95

△ 36,297

73

△ 2,131

△ 80,783

△ 74,019

△ 25,926

10,579

△ 24,821

0

△ 159,085

85,944

16,983

51,778

△ 1,296

△ 3,930

△ 609

△ 1,159

△ 311

△ 48,093

（△ 3,394）

△ 1,101

18,601

△ 1,129

3,844

△ 146

△ 5,172

1,036

△ 19,327

（△ 14,113）

△ 450

△ 2,116

△ 11,546

（△ 30,585）

△ 41,850

△ 2,696

8,378

5,673

863

△ 954

△ 74,019

第85期
（平成21年3月31日現在）

549,010

91,781

271,404

1

－

85,944

16,983

51,778

10,998

7,236

10,972

3,575

△ 1,665

1,158,482

（911,946）

203,148

391,464

5,883

230,462

16,502

36,589

1,036

26,860

（20,672）

1,960

9,275

9,436

（225,863）

170,211

11,085

13,104

16,817

19,040

△ 4,396

1,707,492

第85期
（平成21年3月31日現在）

650,429

178,708

335,614

54,000

22,740

40,962

7,858

10,545

627,355

100,000

440,228

18,848

11,222

47,824

1,830

1,749

104

3,010

2,535

1,277,785

435,090

103,880

113,031

261,092

△ 42,914

△ 18,841

6,597

△ 557

3,787

△ 28,669

188

13,270

429,707

1,707,492
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連結損益計算書
単位:百万円(単位未満切り捨て) 

科　　　　　目
第85期 第84期（ご参考）

比較（ご参考）

△ 51,251

△ 29,979

△ 21,271

△ 11,993

△ 9,277

4,472

1,557

1,858

1,056

4,507

651

3,855

△ 9,313

1,412

584

339

414

74

18,065

11,693

687

4,485

△ 1,175

1,572

872

1,147

△ 1,217

△ 25,966

△ 2,535

△ 4,986

△ 351

△ 18,093

1,318,380

1,043,826

274,554

232,431

42,122

13,309

4,460

3,949

4,899

17,368

10,531

6,836

38,064

1,061

599

365

－

96

15,864

2,252

5,087

775

4,154

1,026

602

－

1,965

23,260

13,273

△ 1,968

187

11,768

1,267,129

1,013,846

253,282

220,437

32,845

17,781

6,017

5,807

5,956

21,875

11,183

10,692

28,751

2,473

1,183

705

414

170

33,930

13,945

5,774

5,261

2,978

2,599

1,475

1,147

748

△ 2,705

10,738

△ 6,954

△ 164

△ 6,324

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

持 分 法 に よ る 投 資 利 益

雑 収 入 金

営 業 外 費 用

支 払 利 息

雑 損 失 金

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益

事 業 整 理 損 失 引 当 金 戻 入 額

そ の 他

特 別 損 失

事 業 構 造 改 善 費 用

固 定 資 産 除 却 損

減 損 損 失

特 別 退 職 金

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

投 資 有 価 証 券 評 価 損

た な 卸 資 産 評 価 損

そ の 他

税金等調整前当期純利益（△は損失）

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 　 数 　 株 　 主 　 利 　 益（△は損失）

当 期 純 利 益（△は損失）

（ ）平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで （ ）平成19年4月 1日から

平成20年3月31日まで
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連結株主資本等変動計算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
単位：百万円（単位未満切り捨て）

103,880

103,880

113,051

△ 19

△ 19

113,031

281,470

△ 2,061

△ 11,886

△ 6,324

△ 650

450

95

△ 18,316

261,092

△ 42,646

△ 357

108

△ 19

△ 268

△ 42,914

455,756

△ 2,061

△ 11,886

△ 6,324

△ 357

88

△ 19

△ 650

450

95

△ 18,604

435,090

株主資本

資本金

前期末残高

当期末残高

資本剰余金

前期末残高

当期変動額

自己株式の処分

当期変動額合計

当期末残高

利益剰余金

前期末残高

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減

当期変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

連結範囲の変動

持分法の適用範囲の変動

土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計

当期末残高

自己株式

前期末残高

当期変動額

自己株式の取得

自己株式の処分

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減

当期変動額合計

当期末残高

株主資本合計

前期末残高

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減

当期変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

自己株式の取得

自己株式の処分

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減

連結範囲の変動

持分法の適用範囲の変動

土地再評価差額金の取崩

当期変動額合計

当期末残高

27,259

△ 20,662

6,597

446

△ 1,004

△ 557

3,882

△ 95

3,787

7,628

△　36,297

△ 28,669

39,217

△ 58,059

△ 18,841

115

73

188

15,401

△ 2,131

13,270

510,490

△ 2,061

△ 11,886

△ 6,324

△ 357

88

△ 19

△ 650

450

95

△ 60,117

△ 78,721

429,707

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高

当期変動額

当期末残高

繰延ヘッジ損益

前期末残高

当期変動額

当期末残高

土地再評価差額金

前期末残高

当期変動額

当期末残高

為替換算調整勘定

前期末残高

当期変動額

当期末残高

評価・換算差額等合計

前期末残高

当期変動額

当期末残高

新株予約権

前期末残高

当期変動額

当期末残高

少数株主持分

前期末残高

当期変動額

当期末残高

純資産合計

前期末残高

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減

当期変動額

剰余金の配当

当期純損失（△）

自己株式の取得

自己株式の処分

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減

連結範囲の変動

持分法の適用範囲の変動

土地再評価差額金の取崩

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

当期末残高
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数………90社（前連結会計年度末　87社）

主要な会社名：王子板紙譁、王子特殊紙譁、王子ネピア譁、王子
チヨダコンテナー譁、王子物流譁、王子エンジニ
アリング譁、王子不動産譁、王子タック譁、王子
木材緑化譁

当連結会計年度における連結子会社の異動状況は次のとおりです。
（増加）４社　王子工営北海道譁、関西パック譁、O j i t e x

（Vietnam）Co.,Ltd.、王子製紙商貿（中国）有限公
司

（減少）１社　王子海運譁

（2）非連結子会社の数 ………134社
非連結子会社は、いずれも小規模であり、全体の総資産、売上高、
当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等が、連
結会社合計の総資産、売上高、当期純損益（持分相当額）及び利益
剰余金（持分相当額）等に比べ軽微であり、かつ連結計算書類に重
要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いています。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の関連会社の数……15社（前連結会計年度末　14社）

主要な会社名：日伯紙パルプ資源開発譁、譁ユポ・コーポレーシ
ョン、国際紙パルプ商事譁

当連結会計年度における持分法適用の関連会社の異動状況は次の
とおりです。
（増加）１社　オーシャントランス譁
なお、東北森紙業譁は、３月31日において株式購入により持分比率
が50％を超え、子会社となっていますが、決算日は３月20日であり、
連結計算書類の作成にあたっては、持分法適用の関連会社として決
算日現在の計算資料を使用しています。

（2）持分法非適用の非連結子会社及び関連会社の数
非連結子会社…………134社
関 連 会 社………… 65社
上記の非連結子会社及び関連会社は、全体の当期純損益（持分相当額）
及び利益剰余金（持分相当額）等が、連結会社合計の当期純損益（持
分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等に比べ軽微であり、かつ
連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲
から除いています。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、アピカ譁、Oji Paper USA Inc.、Kanzaki
Specialty Papers Inc.、Oji Ilford USA, Inc.、Oji Paper （Thailand）
Ltd.、KANZAN Spezialpapiere GmbH、江蘇王子製紙有限公司、
ILFORD Imaging Switzerland GmbH、譁アイパックス、王子製紙
ネピア（蘇州）有限公司、蘇州王子包装有限公司、Oji InterTech
Inc.、Oji Label（Thailand）Ltd.、B&C International Co.,Ltd.、
Ojitex（Vietnam）Co.,Ltd.、王子製紙商貿（中国）有限公司の決算

日は12月末日、森紙業譁、森紙販売譁、京都森紙業譁、仙台森紙業
譁、鳥果包装資材譁、北海道森紙業譁、常陸森紙業譁、群馬森紙業
譁、新潟森紙業譁、北陸森紙業譁、長野森紙業譁、静岡森紙業譁、
東海森紙業譁、四国森紙業譁、九州森紙業譁、大井製紙譁の決算日
は３月20日であり、連結計算書類の作成にあたっては、各社の決算
日現在の計算書類を使用しています。なお、連結決算日との間に生
じた重要な取引については連結上必要な調整を行っています。

４．会計処理基準に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
漓　有価証券

満期保有目的の債券……償却原価法
その他有価証券
時価のあるもの………連結決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

時価のないもの………移動平均法による原価法
滷　デリバティブ

時価法
澆　たな卸資産

主として総平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設
備を除く）、当社富岡工場の機械装置及び一部の連結子会社につ
いては定額法）

（3）重要な引当金の計上基準
漓　貸倒引当金
当連結会計年度末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権
等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しています。

滷　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において
発生していると認められる額を計上しています。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定
額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間によ
る定額法により翌連結会計年度から費用処理しています。

澆　役員退職慰労引当金
当社は、監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必
要額を計上しています。連結子会社については、役員の退職慰労金
の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しています。

潺　環境対策引当金
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法」により、今後発生が見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に充て
るため、その所要見込額を計上しています。
また、廃棄物処分場の埋め立て終了後の維持管理費用に充てるため、
その所要見込額を埋め立て終了までの期間配分により計上していま
す。

潸　特別修繕引当金
石油貯槽の定期修繕費用に充てるため、その所要見込額を次回定期
修繕までの期間配分により計上しています。

（4）重要なヘッジ会計の方法
漓　ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しています。
なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、
振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップに
ついては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用し
ています。

滷　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　　　　ヘッジ対象
先物為替予約　　　　外貨建金銭債権債務
金利スワップ　　　　借入金及び貸付金

澆　ヘッジ方針
当社グループのリスク管理方針に基づき、通常業務を遂行する上で
発生する為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとし
ています。

潺　ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎連結会計年度末に、個別取
引ごとのヘッジ効果を検証していますが、ヘッジ手段とヘッジ対象
の資産・負債について、元本・利率・期間等の重要な条件が同一の
場合は、本検証を省略することとしています。

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用
しています。

６．のれんの償却に関する事項
５年間又は10年間の均等償却を行っていますが、金額が僅少なものに
ついては、発生年度に全額償却しています。

（会計方針の変更）
１．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
従来、たな卸資産については主として総平均法による低価法にて算定
していましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準
第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、当連結会計年
度より、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しています。
これにより、営業利益は736百万円減少、経常利益は749百万円減少し、

税金等調整前当期純損失は1,896百万円増加しています。
２．重要な減価償却資産の減価償却方法の変更
当社富岡工場の機械装置の減価償却方法は、従来、定率法によってい
ましたが、当連結会計年度より、定額法に変更しています。
この変更は、当連結会計年度に富岡工場において稼働した新抄紙機
（N-1M/C）と新ボイラの設置により、富岡工場の機械装置全体の操
業が耐用年数期間に亙り安定的になる見込みであり、また、富岡工場
の減価償却費の過半を占めるこれら最新鋭設備は、機能的減価が少な
く、設備の維持更新にかかる経費の発生が当面見込まれないことから、
費用の期間配分の適正化を図るために行ったものです。
当社富岡工場においては、当社の主力品種である塗工紙の国内競争力
の一層の向上と合理化・集約化を目的とした近代化投資を２年前より
進めており、当年度において抄紙工程と塗工工程を一体化した最新鋭
の大規模オンマシンコーターが稼働開始することで、旧設備から新規
設備への入れ替えが完了し、新たな大規模塗工紙生産工場としての再
スタートをきることを機に、同工場の機械装置の減価償却方法を定額
法に変更することとしました。
これにより、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の減価
償却費は3,834百万円減少、営業利益及び経常利益は2,958百万円増加
し、税金等調整前当期純損失は2,958百万円減少しています。
（追加情報）
当社及び国内連結子会社の機械装置及び構築物の耐用年数の見積りに
ついて、平成20年度の法人税法の改正を契機として見直しを行い、当
連結会計年度より変更を実施しました。
これにより、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の減価
償却費は3,431百万円増加、営業利益は3,041百万円減少、経常利益は
3,040百万円減少し、税金等調整前当期純損失は3,040百万円増加して
います。

３．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱
いの適用
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計
処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17
日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。
これにより、当連結会計年度の営業利益は47百万円減少、経常利益は
1,185百万円減少し、税金等調整前当期純損失は1,185百万円増加して
います。

４．リース取引に関する会計基準の適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、当連結会計年度
より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５
年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及
び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、
平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理によっています。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理を適用しています。
これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当
期純損失への影響額はありません。
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連結貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,974,861百万円
（減損損失累計額を含む）

２．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

受取手形及び売掛金 2,505百万円
建物及び構築物 15,070百万円
機械装置及び運搬具 8,539百万円
土地 14,387百万円
植林立木 11,270百万円
投資有価証券 3,622百万円
長期貸付金（1年内回収予定額を含む） 4,404百万円
その他 2,739百万円
計 62,538百万円

（2）担保に係る債務
短期借入金 9,366百万円
長期借入金 11,539百万円
支払手形及び買掛金 199百万円
計 21,105百万円

３．保証債務
日伯紙パルプ資源開発譁 14,857百万円
Alpac Forest Products Inc. 3,105百万円
その他 8,735百万円
計 26,698百万円

４．受取手形割引高 40百万円
受取手形裏書譲渡高 11百万円

５．土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）
及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年3
月31日公布法律第19号）に基づき、一部の連結子会社において事業用
の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上してい
ます。
・再評価の方法……土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める
固定資産税評価額及び同条第4号に定める地価税
の課税価格の基礎となる土地の価額に基づいて算
出

・再評価を行った年月日………………………………平成14年３月31日
・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の
帳簿価額との差額……………………………………………885百万円

連結損益計算書に関する注記

事業構造改善費用は、当連結会計年度において、当社富士工場および釧
路工場の抄紙設備の停止を決定したことに伴う当該資産の減損処理額そ
の他です。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び数
普通株式 1,064,381,817株

２．当連結会計年度末における自己株式の種類及び数
普通株式 75,757,072株

３．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の剰余金配当支払額

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌
期となるもの

４．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していな
いものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 472,000株

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 421円04銭

２．１株当たり当期純損失 6円40銭
（期中平均株式数により算出しています。）

平成20年12月1日

平成20年6月5日

効力発生日基準日

平成20年3月31日

平成20年9月30日

決議

平成20年5月16日
取締役会

平成20年10月31日
取締役会

株式の
種類

普通
株式

普通
株式

配当金の
総額

（百万円）

6,019

6,017

1株当たり
配当額
（円）

6.0

6.0

平成21年5月14日
取締役会

決議 効力発生日

平成21年6月4日

基準日

平成21年3月31日

株式の
種類

普通
株式

利益
剰余金

配当の
原資

4,010 4.0

配当金の
総額

（百万円）

1株当たり
配当額
（円）
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貸借対照表
単位：百万円（単位未満切り捨て）

科　　　目科　　　目 第84期（ご参考）
（平成20年3月31日現在）

第84期（ご参考）
（平成20年3月31日現在）

比較（ご参考）比較（ご参考）

負　債　の　部
流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
コマーシャルペーパー
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
債 務 保 証 損 失 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
長 期 未 払 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
環 境 対 策 引 当 金
特 別 修 繕 引 当 金
長 期 預 り 金

負 債 合 計
純 資 産 の 部
株 主 資 本
（資 　 本 　 金）
（資 本 剰 余 金）
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

（利 益 剰 余 金）
利 益 準 備 金
原 木 単 価 調 整 準 備 金
従業員退職手当積立金
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金
特 別 償 却 準 備 金
海外投資等損失準備金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

（自 己 株 式）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

新 株 予 約 権
純 資 産 合 計
負 債 及 び 純 資 産 合 計

資　産　の　部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
販 売 用 不 動 産
原 材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
（有形固定資産）
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輛 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
林 地
植 林 立 木
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

（無形固定資産）
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

（投資その他の資産）
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

546,614
326

103,968
240,546
165,000
14,626
19,762
355
－

2,028
458,197
100,000
315,446
690
－

16,067
24,732
44
965
62
189

1,004,812

363,973
（103,880）
（110,202）
108,640
1,561

（185,145）
24,646
2,800
411

20,439
2,384
697

125,518
8,247

（△ 35,254）
26,742
26,634
107
115

390,831
1,395,644

440,584
6,623
1,298
99,121

0
37,016
14

21,123
7,992
2,838
4,335

244,237
23,591
1,140

△ 8,751
955,059
（476,916）
78,787
25,826
208,085

99
3,368
83,480
15,612
23,367

－
38,288
（3,823）
3,483
339

（474,320）
110,044
255,149
174

79,379
15,477
2,137
9,875
－

4,437
△ 2,357
1,395,644

△ 59,397
△ 99
△ 26,325
81,675

△ 111,000
△ 3,718
△ 1,491
△ 6

998
570

96,947
－

116,000
△ 70

23
△ 16,067
△ 2,865

22
△ 1

7
△ 101
37,549

△ 24,906
（ －）
（△ 23）

－
△ 23
（△ 24,637）

－
－
－
853

△ 254
35
－

△ 25,271
（△ 245）
△ 18,973
△ 18,866
△ 107

73
△ 43,806
△ 6,256

31,778
39,881

△ 486
△ 614

0
△ 3,776

－
2,052
69
928

△ 365
△ 114
△ 4,286

173
△ 1,683
△ 38,035
（ 2,287）

4,246
△ 1,174
32,361
137

△ 597
3,710

△ 0
△ 27

26
△ 36,394
（ 369）

391
△ 22
（△ 40,693）
△ 34,765

387
－

△ 7,133
△ 4,471

530
1,719
4,533

△ 511
△ 982
△ 6,256

第85期
（平成21年3月31日現在）

472,362
46,504
811

98,507
1

33,240
14

23,175
8,061
3,766
3,969

244,123
19,305
1,314

△ 10,434
917,024

（479,204）
83,033
24,652
240,447
237
2,770
87,191
15,612
23,340
26

1,893
（4,193）
3,875
317

（433,627）
75,278
255,536
174

72,246
11,005
2,668
11,595
4,533
3,926

△ 3,339
1,389,387

第85期
（平成21年3月31日現在）

487,217
226

77,643
322,221
54,000
10,907
18,270
349
998
2,598

555,145
100,000
431,446
620
23
－

21,866
67
963
69
87

1,042,362

339,067
（103,880）
（110,178）
108,640
1,538

（160,508）
24,646
2,800
411

21,293
2,130
732

125,518
△ 17,023
（△ 35,500）

7,768
7,768
－
188

347,024
1,389,387



42

損益計算書

科　　　　　目
第85期 第84期（ご参考）

比較（ご参考）

△ 22,996

△ 12,529

△ 10,466

△ 6,736

△ 3,729

△ 2,055

△ 2,888

832

101

1,084

△ 983

△ 5,887

1,598

1,025

565

7

21,692

11,216

8,656

199

640

△ 804

781

1,004

△ 25,982

△ 40

△ 5,744

△ 20,197

592,577

481,634

110,943

106,927

4,016

27,452

20,034

7,418

14,215

9,257

4,957

17,254

507

335

44

128

11,442

136

－

3,824

2,353

3,486

373

1,267

6,319

148

△ 1,426

7,597

569,581

469,104

100,477

100,190

286

25,396

17,146

8,250

14,316

10,342

3,974

11,366

2,106

1,360

610

135

33,135

11,352

8,656

4,023

2,994

2,681

1,155

2,271

△ 19,662

107

△ 7,170

△ 12,600

（ ）平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで （ ）平成19年4月 1日から

平成20年3月31日まで

単位：百万円（単位未満切り捨て）

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

雑 収 入 金

営 業 外 費 用

支 払 利 息

雑 損 失 金

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益

そ の 他

特 別 損 失

事 業 構 造 改 善 費 用

関 係 会 社 株 式 評 価 損

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

固 定 資 産 除 却 損

特 別 退 職 金

投 資 有 価 証 券 評 価 損

そ の 他

税 引 前 当 期 純 利 益（△は損失）

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益（△は損失）
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株主資本等変動計算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
単位：百万円（単位未満切り捨て）

103,880
103,880

108,640
108,640

1,561

△ 23
△ 23

1,538

110,202

△ 23
△ 23
110,178

24,646
24,646

2,800
2,800

411
411

20,439

1,790
△ 936

853
21,293

2,384

247
△ 502
△ 254

2,130

697

171
△ 136

35
732

125,518
125,518

8,247

△ 1,790
936

△ 247
502

△ 171
136

△ 12,037
△ 12,600
△ 25,271
△ 17,023

株主資本
資本金

前期末残高　
当期末残高

資本剰余金　
資本準備金
前期末残高
当期末残高

その他資本剰余金
前期末残高
当期変動額
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高

資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
自己株式の処分
当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期末残高

その他利益剰余金
原木単価調整準備金
前期末残高
当期末残高

従業員退職手当積立金
前期末残高
当期末残高

固定資産圧縮積立金
前期末残高
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
当期変動額合計
当期末残高

特別償却準備金
前期末残高
当期変動額
特別償却準備金の積立
特別償却準備金の取崩
当期変動額合計
当期末残高

海外投資等損失準備金
前期末残高
当期変動額
海外投資等損失準備金の積立
海外投資等損失準備金の取崩
当期変動額合計
当期末残高

別途積立金
前期末残高
当期末残高

繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
特別償却準備金の積立
特別償却準備金の取崩
海外投資等損失準備金の積立
海外投資等損失準備金の取崩
剰余金の配当
当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高

160,499

△ 12,037
△ 12,600
△ 24,637
135,862

185,145

△ 12,037
△ 12,600
△ 24,637
160,508

△ 35,254

△ 357
112

△ 245
△ 35,500

363,973

△ 12,037
△ 12,600
△ 357

88
△ 24,906
339,067

26,634

△ 18,866
△ 18,866

7,768

107

△ 107
△ 107

－

26,742

△ 18,973
△ 18,973

7,768

115

73
73
188

390,831

△ 12,037
△ 12,600
△ 357

88
△ 18,900
△ 43,806
347,024

その他利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純損失（△）

当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純損失（△）

当期変動額合計
当期末残高

自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
自己株式の処分

当期変動額合計
当期末残高

株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純損失（△）
自己株式の取得
自己株式の処分

当期変動額合計
当期末残高

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

当期変動額合計
当期末残高

繰延ヘッジ損益
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

当期変動額合計
当期末残高

評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

当期変動額合計
当期末残高

新株予約権
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

当期変動額合計
当期末残高

純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純損失（△）
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

当期変動額合計
当期末残高
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重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券………償却原価法
関係会社株式……………移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの………移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ……………時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法
……………主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）

４．固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産……………定率法
（リース資産を除く） ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）、および富岡工場
の機械装置については定額法を採用してい
ます。

無 形 固 定 資 産……定額法
リ　ー　ス　資　産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産については、リース期間を
耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しています。なお、リース取引開始
日が企業会計基準第13号「リース取引に関
する会計基準」の適用初年度開始前のリー
ス取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっています。
また、所有権移転ファイナンス・リース取
引に係るリース資産はありません。

５．引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金……当事業年度末現在に有する債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債
権等の特定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上して
います。

債務保証損失引当金……債務保証に係る損失に備えるため、被保証
会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込
額を計上しています。

退 職 給 付 引 当 金……従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、当事業年度末にお
いて発生していると認められる額を計上
しています。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平
均残存勤務期間による定額法により費用処
理しています。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員
の平均残存勤務期間による定額法により翌
期から費用処理しています。

役員退職慰労引当金……監査役の退職慰労金の支給に備えるため、
内規に基づく必要額を計上しています。

環 境 対 策 引 当 金……「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法」により、
今後発生が見込まれるＰＣＢ廃棄物の処
理費用に充てるため、その所要見込額を
計上しています。
また、廃棄物処分場の埋め立て終了後の維
持管理費用に充てるため、その所要見込額
を埋め立て終了までの期間配分により計上
しています。

特 別 修 繕 引 当 金……石油貯槽の定期修繕費用に充てるため、
その所要見込額を次回定期修繕までの期
間配分により計上しています。

６．ヘッジ会計の方法…………特例処理の要件を満たす金利スワップにつ
いては特例処理によっています。

７．消費税等の会計処理………税抜方式によっています。

会計方針の変更

１．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
従来、たな卸資産については主として総平均法による低価法にて算定
していましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準
第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、当事業年度よ
り、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しています。
これにより、従来の方法によった場合と比べ、当事業年度の営業利益
及び経常利益はそれぞれ518百万円減少し、税引前当期純損失は844百
万円増加しています。

２．重要な減価償却資産の減価償却方法の変更
当社富岡工場の機械装置の減価償却方法は、従来、定率法によってい
ましたが、当事業年度より、定額法に変更しています。
この変更は、当事業年度に富岡工場において稼働した新抄紙機（N-
1M/C）と新ボイラの設置により、富岡工場の機械装置全体の操業が
耐用年数期間に亙り安定的になる見込みであり、また、富岡工場の減

個別注記表
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価償却費の過半を占めるこれら最新鋭設備は、機能的減価が少なく、
設備の維持更新にかかる経費の発生が当面見込まれないことから、費
用の期間配分の適正化を図るために行ったものです。
当社富岡工場においては、当社の主力品種である塗工紙の国内競争力
の一層の向上と合理化・集約化を目的とした近代化投資を２年前より
進めており、当事業年度において抄紙工程と塗工工程を一体化した最
新鋭の大規模オンマシンコーターが稼働開始することで、旧設備から
新規設備への入れ替えが完了し、新たな大規模塗工紙生産工場として
の再スタートをきることを機に、同工場の機械装置の減価償却方法を
定額法に変更することとしました。
これにより、従来の方法によった場合と比べ、当事業年度の減価償却
費は3,834百万円減少し、営業利益及び経常利益はそれぞれ2,958百万
円増加し、税引前当期純損失は2,958百万円減少しています。
（追加情報）
機械装置及び構築物の耐用年数の見積りについて、平成20年度の法人
税法の改正を契機として見直しを行い、当事業年度より変更を実施し
ました。
これにより、従来の方法によった場合と比べ、当事業年度の減価償却
費は2,528百万円増加し、営業利益は2,204百万円、経常利益は2,201百
万円それぞれ減少し、税引前当期純損失は2,201百万円増加していま
す。

３．リース取引に関する会計基準の適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、当事業年度より
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月
17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ
ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16
号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理によっています。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理を適用しています。
これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純損失へ
の影響額はありません。

貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

有形固定資産 461百万円
関係会社株式 2,853百万円
長期貸付金（１年内回収予定額を含む） 4,231百万円
計 7,547百万円

（2）担保に係る債務
長期借入金（１年内返済予定額を含む） 5,787百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,237,004百万円
（減損損失累計額を含む）

３．関係会社に対する債権債務
関係会社に対する短期金銭債権　 311,555百万円
関係会社に対する長期金銭債権 11,807百万円
関係会社に対する短期金銭債務 57,651百万円
関係会社に対する長期金銭債務 74百万円

４．保証債務等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日伯紙パルプ資源開発譁 14,775百万円
ILFORD Imaging Switzerland GmbH 3,965百万円
Alpac Forest Products Inc. 3,105百万円
その他 13,338百万円
計 35,183百万円

損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高
関係会社に対する売上高 226,976百万円
関係会社からの仕入高 216,615百万円
関係会社との営業取引以外の取引高 21,181百万円
うち関係会社からの受取配当金収入 10,625百万円
うち関係会社からの経営指導料収入 4,320百万円
その他 6,236百万円

２．事業構造改善費用は、当事業年度において、当社富士工場および釧路
工場の抄紙設備の停止を決定したことに伴う当該資産の減損処理額そ
の他です。

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び数
普通株式 61,665,498株

税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（1）繰延税金資産

繰越欠損金 13,546百万円
株式評価減 9,820百万円
退職給付引当金 7,552百万円
貸倒引当金 5,577百万円
未払賞与 1,774百万円
その他 8,085百万円
繰延税金資産小計 46,358百万円
評価性引当額 △15,992百万円
繰延税金資産合計 30,365百万円
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１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 345円90銭

２．１株当たり当期純損失 12円56銭

関連当事者との取引に関する注記

子会社等
（単位：百万円）

属性

連 結
子 会 社

連 結
子 会 社

連 結
子 会 社

連 結
子 会 社

会社等の名称

王 子 板 紙 譁

王 子 特 殊 紙 譁

王 子 不 動 産 譁

王 子 ネ ピ ア 譁 直接：100％

直接：100％

直接：100％

直接：100％

議決権等の
所有割合

関係内容

役員の兼任等

当社役員が兼任
３人

当社役員が兼任
２人

当社役員が兼任
１人

当社役員が兼任
１人

衛 生 用 紙 の
製 造 ・ 販 売

当 社 の 保 有 す る
資 産 の 活 用

紙・パルプ製品の
製 造 ・ 販 売

段ボール原紙・板紙
の 製 造 ・ 販 売

事業上の関係
取引の内容

資金貸付
（貸付減）

資金貸付
（貸付減）

資金貸付
（貸付減）

1,801 短期貸付金 71,086

1,034 短期貸付金 39,339

資金貸付
（貸付増）

3,736 短期貸付金 31,090

土地の売却
売却代金
売 却 益

171
155

－ －

998 短期貸付金 17,376

関 連
会 社

国 際 紙
パ ル プ 商 事 譁

直接：19.0％
間接： 1.6％

なし
当 社 製 品 の
主 要 代 理 店

紙製品の販売 128,088 売掛金 8,413

関 連
会 社

日 伯 紙 パ ル プ
資 源 開 発 譁

直接：39.5％
間接： 0.3％

当社役員が兼任
１人

当 社 に 輸 入
パ ル プ を 販 売

債務保証 － 債務保証 14,775

取引金額 科目 期末残高

注1．上記の金額のうち、取引金額には消費税及び地方消費税を含まず、期末残高には消費税及び地方消費税が含まれています。
注2．取引条件及び取引条件の決定方針等

①　資金の貸付については、市場金利を勘案して貸付利率を合理的に決定しています。
なお、無担保での運用です。

②　土地の売却については、近隣の取引実勢に基づいて決定しています。
③　紙製品の販売については、市場価格を勘案して一般取引と同様に決定しています。
④　債務保証については、金融機関よりの借入金等に対して当社が保証を行っています。

（2）繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △14,610百万円
その他有価証券評価差額金 △ 5,287百万円
特別償却準備金 △ 1,461百万円
海外投資等損失準備金 △ 502百万円
繰延税金負債合計 △21,862百万円

繰延税金資産の純額 8,503百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因
となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しています。

リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、製造設備、事務機器等の一部に
ついては、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用していま
す。
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成21年５月７日

王子製紙株式会社

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員

公認会計士　長　井　秀　雄　 賤業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士　田　中　清　吾　 賤業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士　定　留　尚　之　 賤業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、王子製紙株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注

記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算

書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、王子

製紙株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

追記情報

連結注記表の会計方針の変更に記載されているとおり、会社は富岡工場の機械装置の減価償却方法を変更した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査人監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成21年５月７日

王子製紙株式会社

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員

公認会計士　長　井　秀　雄　 賤業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士　田　中　清　吾　 賤業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士　定　留　尚　之　 賤業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、王子製紙株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月

31日までの第85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び

にその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査

は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

追記情報

個別注記表の会計方針の変更に記載されているとおり、会社は富岡工場の機械装置の減価償却方法を変更した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告書謄本

監　査　報　告　書
当監査役会は、平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第85期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書
に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。
また、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）の状況を監視および検証いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第127条第１号の基本方針および第２号
の各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取
締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年
度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書お
よび連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
盧 事業報告等の監査結果
一　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。
四 事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認
められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第127条第２号の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共
同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

盪 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

蘯 連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成21年５月13日

王子製紙株式会社　監査役会
常任監査役（常勤） 花　田　心　弘　 賤

監　査　役（常勤） 山　中　　　一　 賤

監　査　役　　　　　杉　原　弘　泰　 賤

監　査　役　　　　　上　野　健二郎　 賤

（注）監査役　杉原　弘泰、上野　健二郎、は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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経営指標の推移（連結） 

事業部門別構成比の推移 

紙 パ ル プ 製品事業 紙加工製品事業 木 材・ 緑 化事 業  そ の 他 の事業 

当中間期 

当期 

前期 

前中間期 

連結売上 高 

当中間期 

当期 

前期 

前中間期 

連結営業利益 

（単位：%）

17年度 16年度 18年度 19年度 

1.6倍 

30.5%

1.5倍 

30.2% 29.0%

1.5倍 

16,061

4,899

7,278

17,485

5,278

7,761

17,905

5,201

8,202

総資産・自己資本・有利子負債・自己資本比率・D/Eレシオ 

（単位：億円） 

■  総資 産  ■  自己資本  ■  有利子負債  ●  自己資本比率 ●  D/Eレシオ 

（注）自己資本＝純資産合計－新株予約権－少数株主持分 
         有利子負債＝長短借入金＋コマーシャルペーパー＋社債 
　　　　　　　　 　 ＋1年内返済・償還予定の長期借入金・社債＋受取手形割引高 
         自己資本比率＝自己資本÷総資産×100
         D/Eレシオ＝有利子負債÷自己資本 

16年度 17年度 19年度 

745

307

780

386

958

456

785

374
429

888

設備投資額・減価償却費 

■  設備投資額（年度 ） ■  減価償却費（年度） 
■  設備投資額（中間 ） ■  減価償却費（中間） 

（単位：億円） 

557

1,013

20年度 

436

890

567

1,232

20年度 

1.7倍 

27.8%

17,815

4,949

8,517

2.2倍 

24.4%

17,074

4,162

9,298

18年度 

804

386

1,110

538

55.1 35.4 3.0 6.5

46.8 28.9 3.2 21.1

54.2 35.8 3.7 6.3

54.8 35.2 3.3 6.7

55.2 35.4 3.0 6.4

41.5

34.0

31.5

33.5

8.0

9.6

19.0

22.9

28.3 43.4 6.5 21.8

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

805

365

433

192

707

641

326

210
171

55

271

57

845

373

739

348

631

273

380

117142

9

421

157

287

43

154

△63

328

184

7.1%

6.8% 6.1%

5.8% 5.1%

5.0%

2.9%

3.2%

2.3%
2.6%

売上高経常利益率＝経常利益÷売上高×100
（注）売上高営業利益率＝営業利益÷売上高×100

営業利益・経常利益・当期純利益・売上高営業利益率・売上高経常利益率 

（単位：億円） 

■  営業利益（年度） 
■  営業利益（中間） 

■ 当期純利益（年度） 
■ 当期純利益（中間） 

●  売上高営業利益 率 ●  売上高経常利益率 

■  経常利益（年度） 
■  経常利益（中間） 

（ご参考）



51

（6） 

12

20年度 16年度 17年度 18年度 

10

（6） 

12

（6） 

12 12

（6） （6） 

■  年間配当 金 ■  （うち中間配当金） 

（単位：円） 

１株当たり配当金推移 

16年度 17年度 18年度 19年度 

42.06

533.38

21.15

526.36

17.35

500.39

11.90

（注 ） 自己資本利益率 （ROE） ＝純利益÷ （前期末 、 当期末の自己資本の平均 ） ×100  
自己資本＝純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分 

9.0%

4.1%
3.3%

2.3%

１株当たり純資産額・１株当たり当期純利益・ROE

■  １株当たり純資産額  ■  １株当たり当期純利益 ●  ROE

（単位：円） 

484.50

20年度 

421.04

△6.40
△1.4%

19年度 

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額

現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 首 残 高

合併に伴う現金及び現金同等物増加額

新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額

連結除外に伴う現金及び現金同等物減少額

現金及び現金同等物の期末残高 90,943

△ 633

487

0

71,348

19,741

△ 11,214

66,076

△ 108,990

73,870

当期
自 20年4月 1日
至 21年3月31日

71,348 19,595

△ 1 △ 631

1,166 △ 679

370 △ 370

38,550 32,797

31,261 △ 11,520

△ 51 △ 11,163

17,134 48,942

△ 124,708 15,717

138,886 △ 65,016

前期
自 19年4月 1日
至 20年3月31日

比較

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）
（単位：百万円）



表紙の写真について

■事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

■定時株主総会 毎年6月

■基準日 定時株主総会の議決権　毎年3月31日
期末配当　　　　　　　毎年3月31日
中間配当　　　　　　　毎年9月30日

■公告方法 電子公告
電子公告の当社ホームページアドレス
http://www.ojipaper.co.jp
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、東京都内において発行
する日本経済新聞に掲載して公告します。

■単元株式数 1,000株

■株主名簿管理人
および特別口座の 東京都港区芝三丁目33番1号

口座管理機関 中央三井信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 電話　0120-78-2031（フリーダイタル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに日
本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関
である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

株主メモ

配当金のお支払いについて
第85期の期末配当金（1株につき4円）につきましては、

同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成21

年6月4日から平成21年7月31日まで）内に、ゆうちょ銀

行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りく

ださい。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算

書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式

をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受

け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認く

ださい。

上場株式配当等の支払いに関する
通知書について
租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30
日法律第23号）により、平成21年1月以降にお支払
いする配当金について株主様宛に配当金額や源泉徴
収税額等を記載した「支払通知書」を送付すること
が義務づけられました。
配当金領収証にてお受取りの株主様は年末または翌
年初に「支払通知書」をご送付いたしますのでご覧
ください。口座振込を指定されている株主様は配当
金支払いの際ご送付しております「配当金計算書」
が「支払通知書」となります。なお、両書類は確定
申告を行う際その添付資料としてご使用いただくこ
とができます。

株主様のご住所・お名前に使用する
文字に関してのご案内
株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の
文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振
替制度で指定していない漢字等が含まれている場合
は、その全部または一部をほふりが指定した文字ま
たはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたし
ております。このため、株主様にご送付する通知物
の宛先が、ほふりが指定した文字に置き換えられる
場合がありますのでご了承ください。なお、株主様
のご住所・お名前として登録されている文字につい
ては、お取引の証券会社等（特別口座の場合は特別
口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会
社）にお問い合わせください。

当社社有林

1. 坪谷（宮崎県）
2. スギ　上稲子（静岡県）
3. 美瑛（北海道）
4. ヨウシュヤマゴボウ　市房（宮崎県）
5. 猿払（北海道）
6. エゾノリュウキンカ　南富良野（北海道）

1
2

3 5
4 6
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